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は

じ

め

に

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
こ
っ
た
原
子
力
商
業
利
用
に
お
け
る
史
上
三
番
目
の
大
事
故

(

�)

は
、
大
震
災
と
津
波
に
よ
り
、
東
京

電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
一
号
機
か
ら
三
号
機

(

以
下
、
東
電
原
発
事
故
と
称
す
。)

で
全
電
源
の
喪
失
、
そ
し
て
原
子
炉

の
冷
却
機
能
が
失
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
原
子
炉
建
屋
内
で
の
水
素
爆
発
や
核
燃
料
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
が
発
生
し
た

ほ
か
、
震
災
時
に
は
定
期
点
検
で
運
転
を
停
止
し
て
い
た
四
号
機
に
お
い
て
も
、
全
電
源
の
喪
失
に
よ
っ
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の

冷
却
機
能
と
補
給
水
機
能
が
失
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
水
素
爆
発
や
汚
染
水
の
海
洋
投
棄
な
ど
に
よ
り
、
大
量
の
放
射
性
物
質
が
外

部
に
放
出
さ
れ
る
事
態
に
至
り
、
世
界
の
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
中
で
も
最
悪
の
レ
ベ
ル
７

(

�)

と
い
う
評
価
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
。東

電
原
発
事
故
に
お
い
て
安
全
対
策
の
不
備
と
無
力
さ
は
、
国
内
・
外
の
人
々
に
鮮
明
に
示
さ
れ
、
日
本
の

｢

技
術
立
国｣

と

｢

原
発
立
国｣

と
い
う
看
板
に
泥
が
塗
ら
れ
た
。
ま
た
日
本
の
原
子
力
運
営
に
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
双
務
契
約
上
の
義
務
を

負
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
も
相
当
の
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
原
発
に
事
故
な
ど
の
異
常
が
一
旦
起
き

る
と
、
人
の
知
恵
と
知
識
を
総
結
集
し
て
も
そ
の
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
依
然
と
し
て
存

続
す
る
こ
と
も
全
世
界
に
示
さ
れ
た
。
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原
発
の
危
機
管
理
に
お
け
る
警
鐘
は
ア
メ
リ
カ
の
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島

(
T

h
re

e
M

ile
Islan

d
;

T
M

I.

以
下
、

Ｔ
Ｍ
Ｉ
と
称
す
。)

原
発
事
故
お
よ
び
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

(
C

h
e

rn
o

b
y

l)

原
発
事
故
と
二
度
に

渡
り
全
世
界
に
鳴
り
響
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
開
発
の
み
を
至
宝
と
す
る
市
場
経
済
下
に
あ
る
原
発
利
用
国
は
、
そ
の
警
鐘
に

煙
幕
を
張
り
、
そ
の
活
用
の
み
に
没
頭
し
た
。
そ
の
警
鐘
の
教
え
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
そ
の
対
策
に
真
摯
な
取
り
組
み
を
続
け
て

来
た
な
ら
、
今
回
の
事
故
は
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
ド
ワ
イ
ト
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー

(
D

w
ig

h
t

D
.

E
ise

n
h

o
w

e
r)

大
統
領
が
、
原
爆
独
占
を
企
図
す
る
た
め
、
一
九
五

三
年
一
二
月
八
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
総
会
で
行
っ
た
演
説
、｢

平
和
の
た
め
の
原
子
力

(
A

to
m

s
fo

r
P

e
ace)｣

提
唱
以
来

原
子
力
の
商
業
利
用
に
は
、
常
に
リ
ス
ク

(
risk)

と
有
害
性

(
h

azard)

物
質
を
伴
い
、
安
全
を
脅
か
す
危
機

(
crise

s)

が
存
在

し
、
そ
の
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
想
定
外
の
威
力
が
発
生
す
る
。
そ
の
威
力
は
制
御
不
能
で
、
そ
れ
に
基
づ
く
損
失
な
い
し
災
害

に
払
っ
た
犠
牲
は
甚
大
で
数
値
で
は
表
示
し
え
な
い

(

�)

。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
電
原
発
事
故

(
�)
以
来
、
東
京
電
力
株
式
会
社

(

以
下
、
東
電
と
称
す
。)

は
原
子
炉
冷
却
の
た
め
、

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
や
水
素
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
窒
素
注
入
、
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

ま
た
、
原
子
炉
に
注
入
さ
れ
た
冷
却
水
が
、
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
滞
留
水
と
な
っ
て
い
た
が
、
保
管
タ
ン
ク
の
設
置
、
セ
シ

ウ
ム
等
の
放
射
性
物
質
を
除
去
す
る
た
め
の
処
理
施
設
の
設
置
等
の
対
策
、
滞
留
水
の
流
出
の
防
止
な
ど
そ
れ
ら
の
安
全
対
策
を
二

〇
一
九
年
九
月
現
在
も
実
施
し
続
け
て
い
る
。
と
く
に
東
電
の
第
一
原
発
の
敷
地
か
ら
出
る
汚
染
水
を
ど
の
よ
う
に
処
分
す
る
か
が

大
き
な
課
題
と
し
て
台
頭
し
て
い
る
。
放
射
性
物
質
を
浄
化
済
み
と
い
っ
て
も
、
ト
リ
チ
ウ
ム
な
ど
放
射
性
物
質
を
完
全
に
除
去
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
福
島
原
発
の
敷
地
内
に
は
、
す
で
に
一
一
三
万
ト
ン
の
処
理
水
が
溜
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
タ
ン
ク
に
保
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管
し
て
い
る
。
汚
染
水
は
一
八
年
度
も
一
日
平
均
約
一
七
〇
ト
ン
、
年
間
約
六
万
ト
ン
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
敷
地
内
で
の
処
分

場
も
四
年
後
に
は
限
界
に
達
す
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
汚
染
水
の
海
洋
へ
の
放
出
な
ど
処
分
法
の
選
定
よ
り
、
新
た

な
処
分
場
の
確
保
が
先
決
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

上
記
の
よ
う
な
事
故
収
束
に
向
け
た
懸
命
の
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
結
果
、
大
気
中
の
放
射
線
量
が
事
故
当
初
と
比
較
し
て

相
当
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
炉
圧
力
容
器
底
部
の
温
度
は
、
一
号
基
〜
三
号
基
と
も
適
温
一
〇
〇
℃
以
下
と
な
っ
て
落
ち
着

い
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
初
想
定
し
て
い
た
工
程
通
り
、
原
子
炉
の
冷
温
停
止
等
の
更
な
る
安
定
的
冷
却
状
態

(

ス
テ
ッ
プ

Ⅱ

(

�))

を
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
半
径
二
〇
〜
三
〇
キ
ロ
圏
内
で
設
定
さ
れ
た

｢

緊
急
時
避
難
準
備
区
域｣

は
相
当
解
除
さ
れ
た
。

現
在
の
課
題
は
、
地
域
住
民
の
環
境
を
含
め
自
然
環
境
の
原
状
回
復
で
あ
る
。
原
発
周
辺
地
域
住
民
の
健
康
管
理
や
、
子
供
を
含

め
全
福
島
県
民
へ
の
健
康
調
査
の
継
続
的
か
つ
長
期
に
わ
た
る
実
施
、
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
ガ
レ
キ
や
汚
泥
の
処
理
、
汚
染

さ
れ
た
土
壌
の
除
染
、
汚
染
食
品
の
安
全
管
理
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
風
評
被
害
対
策
や
東
電
原
発
事
故
に
よ
り
蒙
っ
た
損
害
を
賠

償
す
る
法
律
も
制
定
さ
れ
、
初
期
段
階
と
し
て
東
京
電
力
が
賠
償
金
総
額
四
兆
五
四
〇
〇
億
円
を
負
担
し
て
対
応
策
を
実
施
し
て
い

る

(

�)

。
し
か
し
上
記
の
損
害
の
賠
償
対
策
に
は
中
・
長
期
段
階
の
対
策
が
必
須
で
あ
り
、
八
年
た
っ
た
現
在
は
、
そ
の
賠
償
額
は
数
一

〇
兆
円
に
膨
ら
み
、
こ
れ
か
ら
の
対
策
に
必
要
な
金
額
の
予
測
は
不
可
能
で
あ
る
。

最
も
大
き
な
課
題
は
、
政
府
お
よ
び
東
電
も
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
が
発
生
し
た
原
子
炉
の
収
束
に
向
け
た
精
確
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
示

し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
核
燃
料
デ
ブ
リ
取
り
出
し
計
画
を
は
じ
め
原
子
炉
の
完
全
な
解
体
、
ま
た
放
射
能
を
は
じ
め
危
険
な
毒
性

を
排
除
し
な
が
ら
そ
の
安
全
な
収
束
の
中
・
長
期
的
道
程
や
、
正
確
な
日
程
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
現
在
は
、
メ
ル
ト
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ダ
ウ
ン
の
原
子
炉
の
収
束
に
向
け
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
結
果
、
原
子
炉
内
の
核
燃
料
デ
ブ
リ
を
取
り
出
す
試
作
を
開
始
し
て
い
る
。

し
か
し
正
確
な
収
束
日
程
は
未
定
で
、
た
だ
三
〇
年
か
ら
五
〇
年
か
け
て
対
処
す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
の
み
が
公
表
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
日
本
を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
な
ど
原
発
先
進
国
が
対
応
策
に
協
力
体
制

を
強
化
し
て
い
る
。

今
回
の
事
故
の
原
因
は
、
第
一
に
自
然
災
害
対
策
の
軽
視
で
あ
る
。｢

東
電
原
発
事
故｣

は
、
当
時
の
東
電
運
営
者
を
は
じ
め
監

督
・
管
理
担
当
者
の
判
断
エ
ラ
ー
と
安
全
不
感
症
が
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
機
器
、
設
備
異
常
や
自
然
災
害
な
ど
の
外

部
変
数
よ
り
人
間
の
怠
慢
、
錯
覚
、
予
測
の
失
敗
、
未
熟
練
な
ど
を
意
味
す
る

｢

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー

(
h

u
m

an
e

rro
r)｣

が
重
な

る
時
、
も
っ
と
大
き
い
重
大
事
故
が
発
生
で
き
る
と
い
う
点
を
再
確
認
さ
せ
た
と
い
う
指
摘
が
で
き
る
。
専
門
家
か
ら
の
指
摘
、
つ

ま
り
千
百
年
前
に
同
じ
規
模
の
地
震
、
津
波
が
周
辺
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

東
電
も
政
府
当
局
も
、
そ
の
こ
と
を
想
定
し
た
対
処
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、
国
際
原
子
力
機
関

(
In

te
rn

atio
n

al
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y

A
g
e

n
cy

;
IA

E
A

,

以
下
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
称
す
。)

を
は
じ
め
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
子
力
機
関

(
N

u
cle

ar

E
n

e
rg

y
A

g
e

n
cy

;
N

E
A

,

以
下
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
と
称
す
。)

な
ど
国
際
原
子
力
専
門
機
関
か
ら
の
原
発
安
全
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
勧
告
に
政
府
当
局
も
東
電
運
営
者
も
真
剣
に
耳
を
貸
す
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
Ｔ
Ｍ
Ｉ
や
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の

原
子
力
事
故
の
教
訓
、
事
故
発
生
後
の
対
応
策
、
ま
た
そ
の
実
施
過
程
な
ど
か
ら
真
摯
に
学
ん
で
い
た
ら
、
今
回
の
事
故
発
生
後
に
、

住
民
の
避
難
、
子
供
へ
の
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布
、
汚
染
地
図
の
作
成
、
食
物
の
安
全
の
基
準
や
検
査
体
制
、
人
々
の
健
康
の
確
保
、
汚

染
地
域
の
除
染
な
ど
に
も
、
も
っ
と
迅
速
か
つ
適
確
な
対
応
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
原
発
事
故
を
未
然
に

防
止
し
得
た
か
も
知
ら
な
い
。
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今
回
の
事
故
の
背
景
に
は
、
上
記
以
外
に
も
大
き
な
要
因
と
し
て

｢

ア
メ
リ
カ
の
原
発
傘｣

に
お
い
て
運
営
し
て
い
る
日
本
の
側

に
、
ア
メ
リ
カ
の
強
力
な
支
援
と
そ
の
技
術
力
と
さ
ら
に
自
国
の
原
発
稼
働
上
の
熟
練
さ
れ
た
技
能
、
手
腕
な
ど
の
優
れ
た
ス
キ
ル

(
S

e
n

sitiv
e

n
u

cle
ar

te
ch

n
o

lo
g

y)

が
あ
る
と
の
過
信
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
故
原
因
に
つ
い
て
は
、
各
方
面
で
徹
底
し
た
究

明
が
な
さ
れ
、
相
当
の
原
因
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

(

�)

が
、
今
回
の
事
故
の
大
き
な
原
因
は
、
東
電
も
政
府
も
、
ア
メ
リ
カ
の

｢

原

子
力
規
制
委
員
会｣

(
N

u
cle

ar
R

e
g

u
lato

ry
C

o
m

m
issio

n
;

N
R

C
,

以
下
、
Ｎ
Ｒ
Ｃ
と
称
す
。)

の
自
己
へ
の
過
信
か
ら
生
じ
た
Ｔ

Ｍ
Ｉ
お
よ
び
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
二
大
原
発
事
故
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
や
知
見
を
無
視
し
た
結
果
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
過
信
が
、

今
回
の
巨
大
地
震
と
津
波
に
よ
る
想
像
を
絶
す
る
現
象
が
現
実
に
起
こ
り
う
る
と
想
定
す
る
妨
げ
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
二
〇
一
一
年
三
月
ま
で
の
二
大
事
故
、
専
門
家
な
ど
の
様
々
な
教
訓
と
知
見
に
目
と
耳
を
真
摯
に
向
け
た

な
ら
ば
こ
の
第
三
の
大
事
故
と
い
う
惨
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

今
後
、
新
た
な
原
発
事
故
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
今
回
の
東
電
原
発
事
故
の
原
因
を
含
む
事
故
収
束
策

(

�)

を
す
べ
て
公
開
し
、
世
界

各
国
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
指
針
と
し
て
定
め
、
そ
の
履
行
体
制
を
国
際
的
に
構
築
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

原
発
稼
働
に
お
い
て
大
き
な
課
題
の
一
つ
は
、
使
用
済
み
核
燃
料

(

高
レ
ベ
ル
廃
棄
物

(

�))

の
最
終
処
分
法
が
確
立
し
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

｢

ト
イ
レ
な
き
マ
ン
シ
ョ
ン｣

な
の
で
あ
る
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
そ
の
放
射
能
が
半
減
す
る
の
に
二
万
四

千
年
も
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
応
策
の
最
先
端
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
例
で
は
、
ガ
ラ
ス
固
化
体
と
い
う
形
で
ス
テ
ン
レ

ス
の
容
器
に
入
れ
、
地
層
の
中
に
投
下
し
て
一
万
年
間
、
水
に
接
し
な
い
方
法
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
原
発
稼
働
以
来
七
〇

年
以
上
検
討
し
て
き
て
、
最
近
や
っ
と
一
〇
〇
年
間
一
時
的
に
中
間
貯
蔵
施
設
に
保
管
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
処
分
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
と
い
う
研
究
計
画
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
対
応
策
が
示
さ
れ
た
通
り
、
原
子
力
産
業
は
極
め
て
特
殊
な
問
題
を
抱
え
て
お
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り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
厳
格
な
国
際
、
国
内
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

原
子
力
産
業
の
活
用
は
、risk

s
(

有
害
度；

有
害
な
結
果
が
発
生
す
る
確
率

(
p

ro
b

ab
ility)

お
よ
び
可
能
性

(
lik

e
lih

o
o

d))
とh

azard
(

有
害
性；

障
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
物
質
や
行
動
を
称
し
、
全
て
の
有
害
の
源
を
指
す
。)

を
内
包
し
て
い

て
危
機
お
よ
び
危
険
が
常
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
原
子
力
産
業
の
安
全
管
理
上
の
欠
陥
は
、
つ
ま
り
何
時
、
何
故
、
何

の
様
な
事
故
が
生
じ
る
の
か
正
確
な
答
え
は
誰
も
出
せ
な
い
と
い
う
人
智
も
及
ば
ぬ
点
で
あ
る
。
そ
し
て
原
発
施
設
者
と
国
は
当
該

地
域
住
民
が
納
得
し
う
る
原
状
回
復
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
も
至
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
事
故
対
策
の
費
用
は
誰
が
負
担
す
る
の

か
、
そ
の
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か
な
ど
対
処
す
べ
き
問
題
は
山
積
し
て
い
る
。

原
子
力
商
業
利
用
に
お
い
て
は
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
原
子
力
産
業
の
危
険
活
動
と
し
て
原
子
炉
の
核
燃
料
を

商
業
利
用
か
ら
軍
事
使
用
へ
の
転
換
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
商
業
用
の
核
燃
料
か
ら
軍
事
用
の
核
兵
器
へ
の
転
換
は
現

代
科
学
の
水
準
を
応
用
す
れ
ば
実
現
の
可
能
性
は
相
当
高
く
な
る
。
北
朝
鮮
、
イ
ラ
ン
な
ど
の
例
が
そ
れ
を
立
証
し
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
以
来
、
原
子
力
の
利
用
に
お
い
て
、N

u
cle

ar
P

ro
te

ctio
n

の
時
代
を
経
てN

u
cle

ar
S

e
cu

rity

の
時
代
に
移
行
し
て

い
る
。
現
在
は
核
不
拡
散
の
代
表
的
な
措
置
で
あ
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
保
障
措
置

(
S

afe
g

u
ard

s
(

�))

、
原
子
力
安
全

(
S

afe
ty)

お
よ
び
核

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

(
S

e
cu

rity)

、
つ
ま
り

｢

３
Ｓ｣

管
理
体
制
下
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
のN

u
cle

ar
S

e
cu

rity

の
時
代
、

つ
ま
り
原
発
テ
ロ
対
策
を
は
じ
め
外
部
か
ら
の
破
壊
行
為
な
ど
の
防
御
体
制
の
構
築
に
お
い
て
原
子
力
利
用
に
お
け
る
核
拡
散
防
止

策
と
商
業
利
用
に
お
け
る
安
全
確
保
に
は
、
国
家
間
の
取
り
締
ま
り
の
強
化
な
ど
若
干
の
改
善
策
は
持
た
れ
て
い
る
が
、
テ
ロ
対
策

や
外
部
妨
害
防
止
策
な
ど
に
効
果
的
な
制
度
の
確
立
は
い
ま
だ
課
題
の
ま
ま
で
あ
る
。
巨
大
原
発
事
故
に
よ
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
保
障
措

置
の
欠
陥
や
安
全
文
化

(
S

afe
ty

C
u

ltu
re
(

�))

の
普
及
に
お
け
る
不
信
感
へ
の
対
応
策
、
特
に
核
の
ゴ
ミ
で
あ
る
核
燃
料
廃
棄
物
の
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最
終
処
理
に
お
け
る
展
望
が
な
い
現
段
階
で
は
、
た
だ
原
子
力
利
用
の
放
棄

(
N

u
cle

ar
R

e
n

u
n

ciatio
n)

へ
と
ハ
ン
ド
ル
を
切
る

し
か
な
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
原
子
力
利
用
の
根
絶
を
提
唱
し
た
い
。

二
〇
一
九
年
九
月
現
在
、
全
世
界
の
商
業
利
用
に
お
い
て
核
物
質
は
、
一
三
万
発
の
核
弾
頭
が
製
造
可
能
な
約
一
、六
〇
〇
ｔ
の

高
濃
縮
ウ
ラ
ン

(
H

ig
h

E
n

rich
e

d
U

ran
iu

m
;

H
E

U
)

と
五
〇
〇
ｔ
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
散
在
し
、
こ
れ
ら
の
管
理
が
脆
弱
で
不

法
取
引
に
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
得
る
。
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
た
め
米
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
の
国
家
原
子
力
安
全
保
障

局

(
th

e
U

.S
.

D
e

p
artm

e
n

t
o

f
E

n
e

rg
y
’s

N
atio

n
al

N
u

cle
ar

S
e

cu
rity

A
d

m
in

istratio
n
(

D
O

E
/N

N
S

A
)

傘
下
の
国
際
原
子
力
安

全
保
障
局

(
th

e
O

ffice
o

f
In

te
rn

atio
n

al
N

u
cle

ar
S

e
cu

rity
(

IN
S))

が
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を
は
じ
め
国
際
機
関
と
全
原
発
稼
働
国
の
協

力
の
下
で
厳
格
な
対
応
策
を
全
世
界
的
に
展
開
し
て
い
る

(

�)

。

こ
の
致
命
的
な
兵
器
お
よ
び
死
の
灰
(

le
th

al
w

e
ap

o
n

s
an

d
ash

e
s)

は
人
間
の
身
体
や
財
産
な
ど
に
対
す
る
物
理
的
破
壊
の
み

で
は
な
く
、
心
理
的
虐
待
や
情
緒
的
い
や
が
ら
せ

(
m

o
ral

h
arassm

e
n

t)

な
ど
の
精
神
的
暴
力
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
残
忍

性
の
事
前
防
止
策
の
構
築
と
犠
牲
者
お
よ
び
被
害
者
を
一
人
も
決
し
て
出
さ
な
い
制
度
の
確
立
に
我
々
の
知
識
と
知
恵
を
総
結
集
し
、

実
効
的
な
方
法
と
手
段
を
導
出
す
べ
き
で
あ
る
。

上
記
の
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
原
発
を
五
四
基
も
保
有
し
、
世
界
第
三
位
の
原
発
列
島
日
本
は
、
そ
の
原
発
の
利
用
お
よ
び
使

用
か
ら
の
繁
栄
も
ま
た
災
難
も
経
験
し
た
。
日
本
は
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
産
業
発
展
の
原
動
力
と
し
て
原
発
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用

し
、
経
済
大
国
に
な
り
、
Ｇ
７
先
進
国
の
仲
間
に
入
り
、
名
実
と
も
に
ア
ジ
ア
諸
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
自
負
し
て
い
る
。｢

後
進

世
界
で
あ
る
ア
ジ
ア
を
脱
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
一
員
と
な
る｣

と
い
う
脱
亜
入
欧
の
思
想
の
下
、
欧
米
社
会
の
文
化
と
文
明
を

享
有
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
日
本
の
原
発
列
島
構
想
の
柱

(
A

P
lan

,

詳
細
は
第
一
章
の
三
、
に
お
い
て
記
述
す
る
。)

と
し
て
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立
案
さ
れ
た
と
想
定
し
得
る
。
し
か
し
上
記
に
説
明
し
た
通
り
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
福
島
東
電
の
原
発
事
故
と
い
う
大
災
害
も
経

験
し
、
そ
の
対
応
策
に
数
十
兆
円
と
い
う
金
銭
的
損
害
と
数
一
〇
万
と
い
う
人
力
を
も
浪
費
し
て
い
る
。
日
本
は
原
発
列
島
に
よ
る

繁
栄
と
災
害
を
経
験
し
た
世
界
の
唯
一
の
国
で
あ
る
と
い
え
る
。

上
記
の
惨
事
を
も
た
ら
し
た
根
源
は
日
・
米
原
子
力
協
定
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

本
稿
で
は
、
原
発
列
島
の
日
本
の
誕
生
の
狙
い
を
探
る
た
め
、
そ
の
根
源
で
あ
る
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
に
つ
い
て
そ
の
条
文

の
解
釈
と
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
論
じ
る
。
と
く
に
本
協
定
の
国
際
法
上
の
欠
陥
と
そ
の
容
認
の
背
景
、
日
本
の
原
発
運
営
に
お
け
る
日
・

米
両
国
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
実
行
制
度
に
つ
い
て
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
す
る
。

は
じ
め
に
お
い
て
、
原
発
の
利
用
は
、
常
に
危
険
と
危
機
の
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
伴
い
、
そ
の
威
力
は
制
御
不
可
能
で
あ
る
こ

と
、
つ
ま
り
原
発
の
性
質
上
の
問
題
点
を
記
述
す
る
。
ま
た
原
発
事
故
に
よ
る
損
失
な
い
し
災
害
に
払
っ
た
金
銭
的
、
人
的
犠
牲
は

甚
大
で
数
値
で
は
表
示
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
東
電
原
発
事
故
お
よ
び
そ
の
対
策
の
例
を
上
げ
、
と
く
に
原
発
列
島
が
も
た

ら
し
た
惨
事
に
つ
い
て
論
じ
る
。
と
く
に
そ
の
参
事
の
根
源
は
日
・
米
原
子
力
協
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

第
一
章
で
は
、
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
に
つ
い
て
、
そ
の
主
旨
と
条
文
の
ポ
イ
ン
ト
を
論
じ
る
。
ま
た
そ
の
協
定
の
歴
史
的
歩

み
、
つ
ま
り
研
究
協
定
、
旧
協
定
、
新
協
定
と
自
動
延
長
さ
れ
た
現
協
定
へ
と
の
変
遷
に
つ
い
て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
コ
メ
ン
ト
す
る
。

そ
し
て
協
定
の
交
渉
時
の
日
・
米
両
国
の
当
局
間
の
関
連
性
と
背
景
に
つ
い
て
若
干
論
じ
る
。
ま
た
国
際
法
上
の
問
題
点
も
指
摘
す

る
。第

二
章
で
は
、
な
ぜ
日
本
は
、
原
発
列
島
を
選
択
し
、
そ
の
狙
い
は
、
そ
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
と
く
に
日
本
の
原
子
力

基
本
法
の
軸
で
あ
る

｢

民
主
・
自
主
・
公
開
の
平
和
利
用
の
三
原
則｣

に
つ
い
て
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
を
通
し
て
論
究
し
た
い
。
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そ
し
て
日
・
米
間
の
原
子
力
政
策
に
お
け
る
日
本
の
片
務
的
要
素
を
も
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

お
わ
り
で
は
、
上
記
の
各
章
の
ま
と
め
と
日
・
米
両
国
の
原
発
運
営
に
お
け
る
取
引
の
背
景
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
と
く
に
今
後
、

日
・
米
原
子
力
協
定
お
よ
び
日
本
の
原
発
稼
働
に
つ
い
て
の
著
者
の
切
願
を
託
し
た
い
。

原
子
力
産
業
は
、
他
の
産
業
と
は
異
な
る
先
天
的
な
危
険
性
と
い
う
特
徴
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
原
子
力
産
業
は
、
単
に
国
内
的

な
産
業
で
は
な
く
国
際
的
な
産
業

(

�)

と
い
う
特
徴
を
も
内
包
し
て
い
る
。
特
に
核
武
装
へ
の
転
用
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
危
険
活
動

と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
原
発
産
業
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を
は
じ
め
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
な
ど
国
際
的
な
制
度
、
つ
ま
り

多
国
間
条
約
お
よ
び
二
国
間
協
定
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

日
本
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
な
ど
の
国
際
機
関
と
組
織
的
な
体
制
で
、
特
に
日
・
米
双
務
的
な
体
制
の
下
、
日
・

米
間
の
原
子
力
の
協
定
を
実
施
し
て
い
る
。

日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
分
類
す
る
と
四
協
定
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
研
究
協
定
、
旧
協
定

(

一
般

協
定)

、
新
協
定
、
そ
し
て
現
協
定
で
あ
る
。

一
、
日
・
米
間
の
原
子
力
研
究
協
定；

原
子
力
の
非
軍
事
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政

府
と
の
間
の
協
定

(
A

g
re

e
m

e
n

t
fo

r
C

o
o

p
e

ratio
n

B
e

tw
e
e

n
th

e
G

o
v
e

rn
m

e
n

t
o

f
Jap

an
an

d
th

e
G

o
v
e

rn
m

e
n

t
o

f
th

e
U

n
ite

d

S
tate

s
o

f
A

m
e

rica
C

o
n

ce
rn

in
g

C
iv

il
U

se
s

o
f

A
to

m
ic

E
n

e
rg

y
(

�))
(

以
下
、
研
究
協
定
と
称
す
。)

。

研
究
協
定
は
、
一
九
五
五
年
六
月
に
東
京
で
仮
調
印
、
一
一
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
、
同
年
一
二
月
二
七
日
発
効
し
た

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

551

二
二
〇

第
一
章

日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
歩
み

(

�)



(
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
七
日
条
約
一
九
号)

。
本
協
定
は
、｢

原
子
力
の
平
和
的
利
用
は
、
人
類
す
べ
て
に
き
わ
め
て
有
望
な
前
途

を
約
束
し
て
い
る｣

な
ど
と
謳
っ
て
い
る

｢

全
文｣

お
よ
び
第
一
条
か
ら
第
九
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

本
協
定
は
、
米
国
か
ら
日
本
へ
の
濃
縮
ウ
ラ
ン
貸
与
で
、
研
究
原
子
炉
用
に
濃
縮
ウ
ラ
ン
二
三
五
を
、
一
〇
〇
ｇ
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
一
〇
ｇ
、
ウ
ラ
ン
二
三
三
を
一
〇
ｇ
、
日
本
に
貸
与
す
る
こ
と

(

第
五
条
Ａ

(

研
究
用
燃
料))

、
使
用
済
み
核
燃
料
の
米
国
へ
の

返
還
、
貸
与
燃
料
を
目
的
ど
お
り
使
用
す
る
こ
と
を
義
務
化
し
、
そ
の
記
録
を
毎
年
報
告
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
貸
与

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
濃
縮
ウ
ラ
ン
を
使
用
す
る
た
め
、
米
国
か
ら
研
究
用
原
子
炉
の
購
入
の
計
画
、
秘
密
資
料
の
管
理
、
ま
た
核
物

資
お
よ
び
技
術
な
ど
の
第
三
国
へ
の
移
転
禁
止
が
含
ま
れ
た
。(

第
三
条
、
第
六
条
、
第
七
条

(

�))

そ
し
て
、
日
本
で
は
、
こ
の
一
ヵ
月
後
の
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
、
原
子
力
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
原
子
力
の
利
用
は
、
平

和
目
的
に
限
り
、
民
主
的
運
営
の
も
と
、
自
主
的
に
事
を
行
い
、
成
果
を
公
開
し
、
国
際
協
力
に
資
す
る
、
つ
ま
り｢

民
主
・
自
主
・

公
開
の
平
和
利
用
三
原
則｣

が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

研
究
協
定
は
、
さ
ら
に
一
九
五
八
年
六
月
に
、
米
国
か
ら
日
本
へ
の
濃
縮
ウ
ラ
ン
提
供
量
の
拡
大
、
最
大
で
ウ
ラ
ン
二
三
五
を
二
・

七
ｔ
貸
与
で
き
る
こ
と
と
、
こ
れ
と
一
体
に
実
験
用
動
力
炉
の
導
入
お
よ
び
開
発
を
目
的
と
す
る
新
た
な
一
般
協
定
に
置
き
換
え
ら

れ
た
。

二
、
旧
協
定；

T
h

e
P

re
v

io
u

s
A

g
re

e
m

e
n

t,
(

A
g

re
e

m
e

n
t

fo
r

C
o

o
p

e
ratio

n
B

e
tw

e
e

n
th

e
G

o
v
e

rn
m

e
n

t
o

f
Jap

an
an

d
th

e

G
o

v
e

rn
m

e
n

t
o

f
th

e
U

n
ite

d
S

tate
s

o
f

A
m

e
rica

C
o

n
ce

rn
in

g
C

iv
il

U
se

s
o

f
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y

(

�))
(

以
下
、
旧
協
定
と
称
す
。)

。

日
米
原
子
力
平
和
利
用
の
旧
協
定
は
、
一
九
六
八
年
二
月
に
締
結
さ
れ
、
一
九
七
三
年
一
部
改
正
さ
れ
、
新
原
子
力
協
定
が
採
択

さ
れ
る
ま
で
、
米
国
の
主
導
で
原
子
力
の
利
用
が
展
開
さ
れ
る
主
な
規
定
の
役
割
を
果
た
し
た
。
旧
協
定
で
は
、
日
本
で
建
設
中
ま
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た
は
計
画
、
考
慮
中
の
原
発
に
、
今
後
三
〇
年
間
必
要
な
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
総
量
一
五
四
ｔ
を
具
体
的
に
明
記
し
、
日
本
が
米
国
か

ら
受
け
入
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た

(

第
一
〇
条
Ａ)

。

日
米
両
国
間
の
交
渉
の
際
、
主
な
争
点
は
三
に
分
け
ら
れ
る
。

�

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
使
用
を
平
和
目
的
に
限
る
こ
と
。
日
本
に
売
却
さ
れ
る
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
使
用
か
ら
生
ず
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

を
米
国
に
返
還
し
た
場
合
、
こ
れ
を
米
国
が
平
和
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
米
国
と
し
て
は
、
す

で
に
一
九
五
六
年
一
一
月
の
大
統
領
声
明
に
よ
っ
て
、
米
国
が
外
国
に
供
給
し
た
核
燃
料
の
使
用
か
ら
生
じ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
米

国
に
返
還
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
使
用
を
平
和
目
的
に
限
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
側
は
返
還
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
の
平
和
利
用
を
協
定
の
本
文
中
に
明
記
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
に
至
っ
た
。

�

研
究
用
の
資
材
お
よ
び
燃
料
の
提
供
量
の
増
量
に
つ
い
て
。
こ
の
改
正
議
定
書
に
は
、
米
国
か
ら
の
研
究
用
の
資
材
な
い
し

燃
料
の
提
供
量
に
つ
い
て
の
増
量
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

一
つ
に
は
、
旧
協
定
の
第
五
条
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
研
究
用
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
一
〇
ｇ
に
加
え
て
新
た
に
二
五
〇
ｇ
が
増
加
さ

れ
る
こ
と
。
増
加
分
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
線
源
と
し
て
ベ
リ
リ
ウ
ム
と
と
も
に
臨
界
未
満
集
合
体
の
線
源
に
使
用
す
る
。
こ
の
量
は
、

一
基
あ
た
り
八
〇
ｇ
と
し
て
三
基
分
の
量
二
五
〇
ｇ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。

二
つ
に
は
、
旧
協
定
に
お
い
て
材
料
試
験
炉
用
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
二
〇
％
ま
で
の
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
量
を
こ
れ
ま
で
の
六

㎏
か
ら
八
㎏
に
ま
で
引
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
の
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
使
用
も
材
料
試
験
炉
だ
け
で
な
く
、
研
究
用
原
子
炉
に
つ
い
て

も
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

�

は
、
本
協
定
の
効
力
を
三
〇
年
間
と
し
た
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
研
究
資
材
お
よ
び
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
提
供
量
の
増
大
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は
、
日
本
の
原
子
力
研
究
開
発
の
進
展
に
大
き
な
寄
与
と
な
っ
た
。

三
、
新
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定；

原
子
力
の
平
和
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の

間
の
協
定

(
th

e
A

g
re

e
m

e
n

t
fo

r
C

o
o

p
e

ratio
n

B
e

tw
e
e

n
th

e
G

o
v
e

rn
m

e
n

t
o

f
th

e
U

n
ite

d
S

tate
s

o
f

A
m

e
rica

an
d

th
e

G
o

v
e

rn
m

e
n

t
o

f
Jap

an
C

o
n

ce
rn

in
g

P
e

ace
fu

l
U

se
s

o
f

N
u

cle
ar

E
n

e
rg

y)

。(

下
線
は
著
者

(

�))

本
協
定
は
、
一
九
八
二
年
以
来
の
一
六
回
に
わ
た
る
交
渉
を
経
て
、
一
九
八
八
年
七
月
に
発
効
し
た
。
本
協
定
で
は
、
再
処
理
の

際
、
事
前
同
意
権
や
核
物
質
に
関
す
る
供
給
国
政
府
の
規
制
権
等
を
個
別
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
予
め
一
定
の

条
件
を
定
め
、
そ
の
枠
内
で
一
括
し
て
承
認
す
る
と
い
う〝

包
括
同
意
方
式〟

が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
本
協
定
の
特
徴
は
、
研
究
協

定
と
旧
協
定
で
の
非
軍
事
的
利
用
お
よ
び
民
生
用

(
C

iv
il

U
se

s)

か
ら
平
和
利
用

(
P

e
ace

fu
l

U
se

s)

に
変
更
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

こ
の
変
更
は
日
本
側
か
ら
の
平
和
と
い
う
文
言
に
執
着
を
重
ね
た
結
果
、
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
原
子
力

(
A

to
m

ic

E
n

e
rg

y)

か
ら
核
エ
ネ
ル
ギ
ー

(
N

u
cle

ar
E

n
e

rg
y)

に
変
更
さ
れ
た
点
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
原
子
核

の
変
換
や
核
反
応
に
伴
っ
て
放
出
さ
れ
る
多
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
軍
事
や
非
軍
事
に
関
係
な
く
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
原
子
力

(
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y)

は
非
軍
事
的
ま
た
民
生
利
用
の
動
力
源
と
し
て
活
用
す
る
意
味
合
い
を
持
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
。
原
発
推
進
機
構
の
国
際
原
子
力
機
関
の
名
称
で
もIn

te
rn

atio
n

al
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y

A
g
e

n
cy

を
使
用
し
て
い

る
。
ま
た
原
子
力
の
平
和
利
用
を
最
初
に
訴
え
た
米
国
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
が
一
九
五
三
年
一
二
月
八
日
に
国
連
総
会
で
行
っ

た
演
説
の
題
名
もA

to
m

s
F

o
r

P
e

ace

と
い
うA

to
m

s

を
提
唱
し
て
い
る
。
つ
ま
り
原
子
力
、A

to
m

ic
E

n
e

rg
y

、
は
非
軍
事
的
に

利
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
生
用
の
商
業
的
利
用
お
よ
び
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ

で
はn

u
cle

ar

と
呼
ぶ
場
合
に
は
、
原
発
を
指
す
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
つ
ま
りn

u
cle

ar

は
軍
事
に
も
非
軍
事
も
活
用
し
得
る
こ
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と
を
指
す
。
英
語
のN

u
cle

ar
w

e
ap

o
n

は
核
兵
器
、
ま
たN

u
cle

ar
p

o
w

e
r

は
原
発
を
意
味
す
る
。

A
to

m
ic

E
n

e
rg

y

か
らN

u
cle

ar
E

n
e

rg
y

に
変
更
し
た
背
景
に
は
当
時
日
本
政
府
は
、
原
発
列
島
の
構
想
にA

P
lan

とB
P

lan

と
い
う
二
つ
の
戦
略
を
想
定
し
た
可
能
性
が
あ
る
。A

P
lan

はA
to

m
ic

E
n

e
rg

y

と
し
て
原
発
な
ど
商
業
利
用
を
展
開
し
、
一
方B

P
lan

はN
u

cle
ar

E
n

e
rg

y

と
し
て
将
来
の
核
武
装
を
意
図
し
、
そ
の
開
発
に
必
要
な
原
料
お
よ
び
資
材
そ
し
て
技
術
を
密
か
に
展

開
す
る
と
い
う
計
画
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
の
原
子
力
分
野
の
専
門
的
知
識
と

技
術
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の
原
子
力
活
用
方
向
に
つ
い
て
当
時
政
権
の
核
武
装
と
い
う
思
惑
に
沿
っ
て
選
定
し
た
可
能
性
は
高
い
。

当
時
の
日
本
は
原
子
物
理
学
を
は
じ
め
原
子
工
学
な
ど
に
お
け
る
研
究
は
最
盛
期
で
、
欧
米
諸
国
と
互
角
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
一

九
四
〇
年
代
の
軍
国
主
義
を
至
上
の
安
全
保
障
と
提
唱
す
る
政
治
家
ら
が
一
九
五
〇
年
代
に
も
相
当
政
治
界
に
活
動
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
戦
後
七
〇
年
た
っ
た
現
在
で
も
核
武
装
を
訴
え
る
政
治
家
が
皆
無
で
あ
る
と
言
え
る
状
況
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
日
本
は
現

在
も
軍
拡
の
歩
み
を
辿
っ
て
い
る
。
現
在
の
軍
備
増
強
は
年
間
五
兆
円
を
超
え
る
軍
事
費
用
が
、
ま
た
防
衛
庁
か
ら
防
衛
省
へ
と
権

限
の
拡
大
、
さ
ら
に
最
先
端
兵
器
で
あ
る
Ｆ
�三
五
戦
闘
機
の
購
入
、
ま
た
イ
ー
ジ
ス
・
ア
シ
ョ
ア
の
配
置
な
ど
が
立
証
し
て
い
る
。

上
記
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
原
発
列
島
の
日
本
の
真
の
狙
い
に
はA

,
B

P
lan

s

が
潜
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
が
湧
く
。
そ

し
て
新
協
定
締
結
後
三
〇
年
だ
っ
た
現
況
、
つ
ま
り
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
保
有
量
と
戦
後
一
貫
し
た
軍
備
増
強
そ
れ
に
最
先
端
科

学
技
術
力
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
日
本
は
当
時
原
発
列
島
の
構
想
にA

,
B

P
lan

s

を
想
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
連
想
し
得

る
。
著
者
は
そ
の
よ
う
なp

lan

が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
真
に
願
う
。

本
協
定
の
発
効
に
よ
り
、
日
本
と
し
て
も
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計
画
を
長
期
的
な
見
通
し
の
下
、
安
定
的
に
運
用
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
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本
協
定
は
、
一
九
六
八
年
二
月
に
調
印
さ
れ
た

｢

旧
協
定｣

改
正
を
含
む
、｢

原
子
力
の
平
和
利
用
に
お
け
る
両
国
間
の
緊
密
な

協
力
を
顧
慮
し｣

、
な
ど
謳
っ
た
前
文
と
第
一
条
か
ら
第
一
六
条
の
本
条
項
と
議
定
書
Ａ
、
Ｂ

(
A

n
n

e
x

A
,

B
)

、
合
意
文
書

(
A

G
R

E
E

D
M

IN
U

T
E

S)

な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
主
な
内
容
は
、
�
平
和
利
用
の
た
め
の
両
国
政
府
間
の
協
力
を
行
う
際
の

条
件
を
定
め
た
本
協
定

(

第
二
条
、
第
三
条)

、
�
包
括
同
意
の
実
施
取
極
め

(

第
九
条)

、
�
包
括
同
意
に
関
す
る
施
設
リ
ス
ト
や

回
収
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
国
際
輸
送
の
た
め
の
指
針
を
記
し
た
議
定
書
Ａ
のP

art
A

とP
art

B

、
そ
し
て
議
定
書
Ｂ
のC

A
T

E
G

O
R

Y

III

か
らI

、
そ
し
てT

A
B

L
E

1

か
ら4

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

主
な
規
定
は
、
事
前
同
意
権
の
拡
大
と
包
括
同
意
方
式
の
合
意
で
あ
る
。
新
協
定
で
は
旧
協
定
と
比
べ
て
事
前
同
意
が
必
要
な
活

動
お
よ
び
対
象
が
、
米
国
の

｢
一
九
七
八
年
核
不
拡
散
法N

u
cle

ar
N

o
n
-P

ro
life

ratio
n

A
ct

o
f

1
9

7
8
(

P
.L

.
9

5

�24
2
(

�))｣

に
合
致
す

る
よ
う
に
拡
大
さ
れ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
原
子
力
平
和
利
用
に
必
要
な
事
前
同
意
に
お
け
る
実
施
取
極
め
は
一
定
の
条
件
の
下
、

包
括
的
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
に
基
い
て
、
米
国
に
よ
る
個
別
審
査
が
な
く
な
る
た
め
、
日
本
の
核
燃
料

サ
イ
ク
ル
が
長
期
的
な
見
通
し
の
中
で
安
定
的
に
運
用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
事
前
同
意
権
の
新
旧
協
定
を
比
較
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る

・
再
処
理：

旧
協
定
で
は
移
転
さ
れ
た
核
物
質

(
so

u
rce

m
ate

rial)

の
み
が
再
処
理
の
事
前
同
意
権
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
新

協
定
で
は
、
派
生
物

(
sp

e
cial

fissio
n

ab
le

m
ate

rial)

、
例
え
ば
、
米
国
か
ら
移
転
さ
れ
た
原
子
炉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
り

生
産
さ
れ
た
り
す
る
化
学
物
質
、
稼
働
中
に
生
産
さ
れ
た
核
物
質
も
再
処
理
の
事
前
同
意
の
対
象
と
拡
大
さ
れ
た
。(

第
一
条

(

ｇ))

・
高
濃
縮：

新
協
定
で
は
旧
協
定
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
ウ
ラ
ン
の
濃
縮

(
二
〇
％
以
上)

に
つ
い
て
事
前
同
意
権
が
規
定
さ
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れ
て
い
る
。(

第
一
条

(

ｈ))

・
双
務
性
の
確
保：

片
務
的
性
格
の
強
い
旧
協
定
と
比
べ
、
新
協
定
は
原
子
力
利
用
全
体
の
日
・
米
双
務
性
が
充
実
に
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。(

前
文
お
よ
び
第
二
条：

T
h

e
p

artie
s

sh
all

co
o

p
e

rate
,

e
n

co
u

rag
e
,

facilitate
,

su
p

p
ly

an
d

p
e

rfo
rm

,
e

tc.)

・
核
物
質
防
護：

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
及
び
資
材
、
核
物
質
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
使
用
さ
れ
又
は
そ

の
使
用
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
た
特
殊
核
分
裂
性
物
質
に
関
し
、
適
切
な
防
護
措
置
が
義
務
化
さ
れ
た
。(

第
七
条：

A
d
e

q
u

ate

m
e

asu
re

s
o

f
p

h
y

sical
p

ro
te

ctio
n

sh
all

b
e

m
ain

tain
e

d)

・
平
和
利
用
の
規
定
と
保
障
措
置：

｢

本
協
定
に
も
と
づ
く
協
力
は
、
平
和
的
目
的
に
限
っ
て
行
わ
れ
、
本
協
定
に
も
と
づ
い
て

受
理
さ
れ
た
核
物
質
等
は
、
い
か
な
る
核
爆
発
装
置
の
研
究
ま
た
は
開
発
の
た
め
に
も
、
ま
た
、
い
か
な
る
軍
事
的
目
的
の
た

め
に
も
使
用
し
て
は
な
ら
な
い｣
と
規
定
さ
れ
、
核
物
質
な
ど
の
厳
格
な
管
理
体
制
が
義
務
化
さ
れ
た
。(

第
八
条
、
第
九
条：

It
sh

all
b
e

carrie
d

o
u

t
o

n
ly

fo
r

p
e

ace
fu

l
p

u
rp

o
se

s)

さ
ら
に
、
こ
の
た
め
、
両
国
政
府
は
本
協
定
に
も
と
づ
い
て
受
領
さ

れ
た
核
物
質
等
に
関
し
、
両
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
締
結
し
た
保
障
措
置
協
定
に
も
と
づ
く
保
障
措
置

(
S

afe
g

u
ard

s)

等
を
適
用
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。(

第
九
条
二)

・
回
収
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
国
際
輸
送
指
針：

こ
の
協
定
で
は
、
英
・
仏
に
お
い
て
、
再
処
理
に
よ
り
回
収
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を

日
本
に
返
還
す
る
国
際
輸
送
に
つ
い
て
、
こ
の
協
定
実
施
取
極
付
属
書
五
に
示
さ
れ
た
指
針
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
航
空
輸
送
、

海
上
輸
送
も
包
括
同
意
の
対
象
に
さ
れ
、
米
国
の
合
意
が
必
要
と
規
定
し
、
核
物
質
の
国
際
輸
送
に
も
徹
底
的
な
管
理
体
制
が

要
求
さ
れ
た
。(

第
三
条
、
第
四
条)
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四
、
現
協
定

現
協
定
は
、
新
協
定
か
ら
自
動
的
に
延
長
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
七
月
一
七
日
か
ら
新
た
な
三
〇
年
の
期
限
を
迎
え
た
日
・
米
間
の

原
子
力
協
定
で
あ
る
。
日
本
は
現
協
定
の
体
制
の
も
と
三
〇
年
間
に
渡
り
安
定
し
た
原
子
力
政
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

く
に
日
本
は
、
日
本
特
有
の
原
発
稼
働
上
の｢

核
燃
料
サ
イ
ク
ル｣

制
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
権
、
つ
ま
り
ウ
ラ
ン
濃
縮
・

加
工
権
お
よ
び
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
権
を
ま
た
三
〇
年
間
に
渡
り
行
使
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

現
協
定
の
自
動
的
に
延
長
さ
れ
た
背
景
に
は
日
・
米
両
国
の
原
子
力
政
策
の
現
状
維
持
で
日
米
の
思
惑
が
一
致
し
た
点
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

昨
今
日
・
米
と
も
に
原
発
輸
出
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。
両
国
の
協
力
の
下
で
原
発
輸
出
の
取
引
を
行
え
ば
世
界
市
場
の
獲

得
に
有
利
に
働
く
可
能
性
が
高
く
な
り
、
双
方
の
そ
の
思
惑
が
一
致
し
、
自
動
延
長
の
方
針
が
固
ま
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
新
協
定
の
延
長
に
は
疑
念
の
声
も
あ
っ
た
。
特
に
日
本
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
は
事
実
上
破
綻
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

中
、
日
本
政
府
の

｢

利
用
目
的
の
な
い
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
持
た
な
い｣

と
の
国
際
公
約
は
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
が

｢

核
燃
料
サ
イ
ク
ル｣

の
中
核
に
位
置
づ
け
て
き
た
高
速
増
殖
炉

｢

も
ん
じ
ゅ｣

の
廃
炉
が
決
ま
る
な
ど
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
の
再
利
用
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
う
え
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
が
保
有
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
に
懸
念
も
出
て
い
た
。
こ

の
た
め
、
日
本
政
府
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
削
減
や
適
切
な
管
理
を
進
め
、
協
定
の
存
続
に
理
解
を
得
た
い
考
え
で
、
具
体
的
な
利
用

計
画
や
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
実
現
性
な
ど
、
引
き
続
き
原
子
力
政
策
の
透
明
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
説
明
を
重

ね
た

(

�)

。
核
兵
器
に
も
使
え
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
た
ま
っ
た
ま
ま
の
日
本
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を
は
じ
め
原
発
利
用
国
を
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含
め
世
界
各
国
か
ら
厳
し
い
目
が
注
が
れ
て
い
る
。

内
閣
府
下
の
原
子
力
委
員
会
の
第
一
九
回
原
子
力
委
員
会
資
料
第
一
号
に
よ
る
と
、
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
保
有
量
の
変
化
に
つ

い
て
一
九
九
三
年
一
〇
・
八
ト
ン
か
ら
二
〇
一
六
年
に
は
四
六
・
九
ト
ン
で
あ
る
と
大
量
の
保
有
を
公
表
し
て
い
る
。
四
六
・
九
ト

ン
と
い
う
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
広
島
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
の
約
六
〇
〇
〇
発
分
の
核
兵
器
を
製
造
し
得
る
膨
大
な
量
で
あ
る
。
日
本
は

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
世
界
か
ら
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
削
減
と
安
全
管
理
に
つ
い
て
適
切
な
対
応
策
を
期
待
し
、
ま
た
注
視
し
て
い
る
こ

と
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
日
本
が
国
際
社
会
か
ら
の
期
待
に
反
す
る
対
策
を
取
れ
ば
準
核
兵
器
国
と
し
て
見
ら

れ
る
可
能
性
も
あ
り
得
る
。
仮
に
日
本
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
場
合
は
ま
ず
国
連
憲
章
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
憲
章
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
、
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
の
保
障
措
置
な
ど
国
際
法
違
反
と
し
て
制
裁
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
日
本
国
憲
法
、
原
子
力
基
本
法
を
は
じ
め
非

核
三
原
則
な
ど
国
内
法
の
違
反
で
あ
る
と
日
本
社
会
か
ら
強
い
批
判
と
糾
弾
さ
れ
る
可
能
性
も
高
い
。

日
本
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
保
有
量
削
減
と
安
全
管
理
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
一
方
原
発
利
用

に
お
け
る
内
・
外
か
ら
の
不
信
感
の
払
拭
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
三
月
に
起
き
た
福
島
の
東
電
原
発
事
故
以
降
の
原

発
稼
働
に
対
す
る
社
会
的
不
信
感
は
七
年
た
っ
た
現
在
で
も
衰
え
て
い
な
い
。

ま
ず
国
際
的
に
は
、
二
〇
一
九
年
の
五
月
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
上
級
委
員
会

(
A

p
p

e
llate

B
o

d
y)

で
の
判
決
で
あ
る
。
福
島
原
発
の
事

故
以
来
の
日
本
の
東
北
地
方
の
海
産
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
健
康
被
害
へ
の
懸
念
を
背
景
に
し
た
韓
国
の
禁
輸
措
置
が

適
切
か
ど
う
か
を
問
う
国
際
機
関
の
司
法
判
断
で
あ
る
。
食
品
の
放
射
性
物
質
の
算
定
基
準
は
年
間
の
許
容
内
部
被
曝
の
放
射
線
量
、

対
象
と
な
る
魚
な
ど
海
産
物
の
生
息
海
域
、
達
成
可
能
な
よ
り
低
い
被
曝
水
準
の
設
定
と
い
う
三
の
要
素
で
あ
る
。
今
回
の
審
査
に

はrisk
s
(

有
害
度
合
い)

やh
azard

(

有
害
性)

か
ら
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
規
定
の
数
値
の
み
な
ら
ず
、
土
壌
な
ど
周
辺
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表
１
－
１
日
米
原
子
力
協
定
で
の
規
定
事
項
(1/2)

(2000年
５
月
)

規
定
事
項

内
容

発
効
日

(有
効
期
限
)

1968年
７
月
10日
発
効

1988年
７
月
17日
発
効
(改
訂
協
定
)

(30年
,
そ
の
後
は
６
ヶ
月
の
事
前
通
告
を
経
て
終
了
)

主
要
な
協
力
の
範
囲

(1)
専
門
家
の
交
換

(2)
情
報
の
提
供
・
交
換

(3)
核
物
質
,
資
材
,
設
備
及
び
構
成
部
分
の
提
供
(

c)
(4)
役
務
の
提
供

(5)
そ
の
他
の
方
法

(第
２
条
１
)

協
力
の
要
件

こ
の
協
定
の
規
定
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
関
係
条
約
,
法
令
及
び
許
可
要
件
に
従
い
,
か
つ
,
(

c)の
協
力
の
場
合
に

は
以
下
の
要
件
に
従
う
｡

(1)
日
本
に
お
い
て
は
,
領
域
内
若
し
く
は
そ
の
管
轄
下
又
は
管
理
下
の
す
べ
て
の
核
物
質
に

IA
E

A
の
保
障
措
置
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
(日
・

IA
E

A
協
定
は
こ
の
要
件
を
満
た
す
)

(2)
米
国
に
お
い
て
は
,
領
域
内
若
し
く
は
そ
の
管
轄
下
又
は
管
理
下
の
す
べ
て
の
非
軍
事
的
原
子
力
活
動
に
係
る
す
べ
て
の
核
物
質
に

IA
E

A

の
保
障
措
置
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
(米
・

IA
E

A
協
定
は
こ
の
要
件
を
満
た
す
)

(第
２
条
２
)

平
和
目
的
へ
の
限
定
対
象

協
定
の
下
で
の
協
力
,
核
物
質
,
資
材
,
設
備
,
構
成
部
分
,
設
備
で
使
用
さ
れ
た
核
物
質
,
設
備
の
使
用
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
(第

８
条
１
,
２
)

核
爆
発
利
用
の
禁
止

い
か
な
る
核
爆
発
装
置
の
た
め
に
も
,
い
か
な
る
核
爆
発
装
置
の
研
究
又
は
開
発
の
禁
止
(第
８
条
２
)

保
障

措
置

の
適
用

通
常
の
保
障
措
置

・
米
国
に
お
い
て
は
,
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
に
つ
い
て
,
米
国
と

IA
E

A
と
の
間
の
協
定
並
び
に
当
該
核
物
質
の
実
施

可
能
な
範
囲
で
の
代
替
の
た
め
又
は
当
該
核
物
質
の
追
跡
及
び
計
量
の
た
め
の
補
助
的
措
置
の
適
用
を
受
け
る

・
日
本
に
お
い
て
は
,
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
に
つ
い
て
,
日
本
と

IA
E

A
と
の
間
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る

(第
９
条
１
)

フ
ォ
ー
ル
バ
ッ
ク
保
障
措
置

両
当
事
国
政
府
は
是
正
措
置
を
協
議
す
る
も
の
と
し
,
是
正
措
置
が
と
ら
れ
な
い
と
き
は
,

IA
E

A
の
保
障
措
置
の
原
則
と
手
続
に
合
致
す
る
取

極
で
,
第
９
条
１
の
規
定
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
保
障
措
置
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
同
等
の
効
果
及
び
適
用
範
囲
を
有
す
る
も
の
を
速
や
か
に

締
結
す
る
(第
９
条
２
)

【
出
典
】
(社
)
日
本
原
子
力
産
業
会
議
(編
集
発
行
)：
原
子
力
平
和
利
用
に
関
す
る
二
国
間
協
力
,
第
11章

国
際
協
力
の
推
進
,
原
子
力
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
2002年

版
(2002年

11月
８
日
)

p
.

3
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表
１
－
２
日
米
原
子
力
協
定
で
の
規
定
事
項
(2/2)

(2000年
５
月
)

規
定
事
項

内
容

管
轄
内

移
転
の

規
制

(1)核
物
質

(2)資
材
(重
水
,
黒
鉛
等
)

(3)設
備
,
施
設

(4)機
微
な
技
術

(5)派
生
物

����
認
め
ら
れ
た
者
の
み

�移
転
し
て
は
な
ら
な
い

認
め
ら
れ
た
者
の
み
(派
生
特
殊
核
分
裂
性
物
質
の
み
規
制
)

(第
４
条
,
第
２
条
１
)

管
轄
外
移
転
の
規
制

事
前
同
意
(包
括
的
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
｡)
機
微
な
技
術
に
つ
い
て
は
移
転
し
て
は
な
ら
な
い

(第
４
条
,
第
２
条
１
)

規
制
さ
れ
る
機
微
な
技
術
の
定
義

公
衆
が
入
手
で
き
な
い
濃
縮
,
再
処
理
,
重
水
生
産
施
設
の
設
計
,
建
設
,
製
作
,
運
転
又
は
保
守
に
係
る
重
要
な
資
料
及
び
両
締
約
国
政
府
の

合
意
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
資
料
(第
１
条
)

事
前
通
告

移
転
に
先
立
ち
文
書
に
よ
り
通
告
し
た
場
合
の
み
協
定
を
適
用
｡
受
領
者
が
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
文
書
に
よ
り
確
認
(第
２
条
３
)

核
物
質
防
護
措
置

附
属
書
Ｂ
の
水
準
で
維
持
(

IN
F

C
IR

C
/2

2
5

/R
e

v
.1
(

IA
E

A
の
核
物
質
の
防
護
に
関
す
る
勧
告
)
と
同
じ
)

(第
７
条
,
合
意
議
事
録
)

返
還
請
求
権
(返
還
請
求
可
能
者
)

資
材
,
核
物
質
,
設
備
等
(市
場
価
格
に
つ
い
て
補
償
)

(仲
裁
裁
判
所
の
決
定
を
履
行
し
な
い
場
合
又
は

IA
E

A
の
保
障
措
置
を
終
了
さ
せ
又
は
重
大
な
違
反
を
し
た
場
合
,
他
方
の
締
約
国
の
み
)
(第

７
条
５
)

協
定
適
用
の
開
始
,
終
了

・
受
領
国
政
府
の
管
轄
に
入
る
時
か
ら
適
用

・
以
下
の
場
合
,
適
用
終
了

��
・
協
定
に
従
い
,
管
轄
外
移
転
さ
れ
た
場
合

��
・
両
締
約
国
が
同
意
し
た
場
合

�
・
核
物
質
に
つ
い
て
は
,

IA
E

A
が
,
消
耗
,
原
子
力
活
動
が
不
能
な
態
様
で
希
釈
又
は
回
収
不
可
能
を
決
定
し
た
場
合

(第
２
条
３
,
４
)

再
処
理
の
規
制

両
締
約
国
政
府
が
合
意
す
る
場
合

(第
５
条
１
)

形
状
・
内
容
の
変
更

両
締
約
国
政
府
が
合
意
す
る
場
合

(第
５
条
２
)

20％
以
上
の
濃
縮
の
規
制

両
締
約
国
政
府
が
合
意
す
る
場
合

(第
６
条
)

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
貯

蔵
の
規
制

両
締
約
国
政
府
が
合
意
す
る
施
設
に
お
い
て
の
み

(第
３
条
)

【
出
典
】
(社
)
日
本
原
子
力
産
業
会
議
(編
集
発
行
)：
原
子
力
平
和
利
用
に
関
す
る
二
国
間
協
力
,
第
11章

国
際
協
力
の
推
進
,
原
子
力
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
2002年

版
(2002年

11月
８
日
)

p
.
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環
境
も
含
め
将
来
に
わ
た
っ
て
改
善
す
べ
き｣

最
大
の
保
護
措
置

(
ap

p
ro

p
riate

le
v
e

l
o

f
p

ro
te

ctio
n)

の
構
築
が
肝
要
で
あ
る
と

判
旨
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
社
会
的
信
頼
は
現
在
の
み
で
は
な

く
将
来
に
わ
た
り
安
全
・
安
心
の
保
障
か
ら
起
因
す
る
こ
と
を
示

唆
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。

そ
し
て
国
内
的
に
は
、
東
電
原
発
事
故
の
損
害
賠
償
の
裁
判
が

全
国
規
模
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
原
子
炉
建
屋
の
高
濃
度
汚
染
水

が
あ
る
原
発
の
現
場
で
作
業
を
さ
せ
ら
れ
無
用
の
被
曝
を
し
た
と

し
て
、
元
作
業
員
を
は
じ
め
作
業
中
で
被
曝
さ
れ
た
労
働
者
ら
の

損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟
が
多
数
の
と
こ
ろ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
原
発
避
難
者
の
集
団
訴
訟
が
全
国
で
約
一
万
二
〇
〇
〇
人
が

約
三
〇
件
以
上
、
国
と
東
電
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
係
争
中
で
あ

る
。上

記
の
状
況
の
中
、
東
電
原
発
事
故
以
降
の
原
発
稼
働
に
対
す

る
社
会
的
信
頼
を
得
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
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協 力 協 定

１. 協力の範囲および方法
２. 事前同意を要する活動
○貯蔵
○管轄外移転
○再処理, 形状内容変更
○20％以上の濃縮
３. 核物質防護措置
４. 平和的利用への限定 (核爆発の禁止)
５. 保障措置
６. 包括同意取極の締結
７. 協力の停止, 返還請求権, 協定の発
効・終了

実施取極 (包括同意取極)

１. 付属書に掲げられた施設における下記の活動につい
て合意

○貯蔵
○使用済み燃料の管轄外移転
○再処理, 形状内容変更
〇付属書５に規定された �指針�にそって行われる英・
仏から日本へのプルトニウムの返還輸送

２．付属書の修正
３．発効・終了要件，停止権

付属書１～４

包括同意に関連する施設
のリスト

付属書５

回収プルトニウムの国際
輸送のための指針

図１ 新日米原子力協定の概要

[出典] 日本原子力産業会議「原子力年鑑 平成４年版」
出典：日・米間の原子力協定 (13�04�02�01), 日本の原子力に関する国際協力 (13�03�03�

01), 原子力百科事典 ATOMICA｡
http : // www.rist.or.jp / atomica / data / dat_detail.php?Title_No=13-04-02-01



五
、
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
締
結
ま
で
の
背
景

日
米
間
の
状
況
に
は
、
一
九
六
八
年
の
旧
原
子
力
平
和
利
用
協
定
下
で
、
日
本
は
ウ
ラ
ン
濃
縮
の
ほ
と
ん
ど
を
米
国
に
依
存
し
、

ま
た
燃
料
の
再
処
理
を
日
本
お
よ
び
海
外
で
行
う
際
、
米
国
の
同
意
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
難
題
を
抱
え
て
い
た
。

し
か
し
原
子
力
の
利
用
に
お
け
る
核
不
拡
散
政
策
の
厳
格
な
適
用
が
国
際
的
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
日
米
間
の
同
意
の
取
決
め
に
障

壁
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
八
二
年
八
月
か
ら
一
九
八
七
年
一
月
ま
で
の
一
六
回
に
わ
た
る
交
渉
を
経
て
、
一
九
八
七
年
一
月
に
協

定
の
実
質
合
意
が
得
ら
れ
、
一
九
八
八
年
七
月
に
新
協
定
が
発
効
に
至
り
、
三
〇
年
間
日
・
米
間
の
原
子
力
体
制
で
、
実
質
日
本
の

片
務
的
運
営
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
八
年
七
月
に
新
協
定
が
自
動
的
に
延
長
さ
れ
現
協
定
へ
と
定
め
ら
れ
た
。
日
本
は
現

協
定
の
も
と
新
た
な
三
〇
年
間
に
渡
り
安
全
な
原
発
の
運
営
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

日
本
の
原
発
推
進
の
初
期
段
階
の
国
際
的
状
況
は
厳
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。
一
九
六
四
年
の
中
国
の
核
実
験
に
よ
り
核
拡
散
へ
の

懸
念
が
高
ま
り
、
そ
の
結
果
一
九
六
八
年
に
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約：

T
re

aty
o

n
th

e
N

o
n
-P

ro
life

ratio
n

o
f

N
u

cle
ar

W
e

ap
o

n
s,

N
P

T
,

以
下
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
と
称
す
。)
が
署
名
さ
れ
、
そ
し
て
一
九
七
四
年
の
イ
ン
ド
の
核
実
験
か
ら
世
界
的
に
核
拡
散
へ

の
懸
念
が
再
び
高
ま
り
、
核
不
拡
散
政
策
の
厳
格
な
適
用
が
公
然
化
し
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
七
七
年
四
月
に
、
商
業
用
再
処
理
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
軽
水
炉
へ
の
利
用
の
無
期
限
延
期
、
高
速
増
殖
炉

商
業
化
の
延
期
、
国
際
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
評
価
会
議(

In
te

rn
atio

n
al

N
u

cle
ar

F
u

e
l

C
y

cle
E

v
alu

atio
n
,

IN
F

C
E

,
(

以
下
、IN

F
C

E

と
称
す
。)

の
実
施
を
内
容
と
し
た
核
不
拡
散
政
策
を
発
表
し
、
ま
た
一
九
七
八
年
三
月
に
核
不
拡
散
法

(
N

u
cle

ar
N

o
n
-

P
ro

life
ratio

n
A

ct
o

f
1

9
7

8
(

P
.L

.
9

5

�

2
4

2))

を
発
効
さ
せ
、
こ
れ
に
基
づ
き
各
国
と
の
原
子
力
協
定
の
再
交
渉
を
展
開
し
た
。
そ

れ
に
沿
っ
て
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
二
大
ウ
ラ
ン
資
源
国
も
ウ
ラ
ン
輸
出
政
策
で
核
不
拡
散
政
策
の
強
化
を
図
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
か
ら
二
年
余
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
たIN

F
C

E

評
価

(

�)

で
、
下
記
の
よ
う
な

結
論
が
採
択
さ
れ
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
及
び
平
和
目
的
の
原
子
力
開
発
を
阻
害
す
る
こ
と
な
く
、
核
拡
散
の
危
険
性
を
最
少
化
す
る
効
果
的
な
措
置
を

と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
必
要
で
あ
り

｢

原
子
力
の
平
和
利
用
と
核
不
拡
散
と
は
両
立
し
う
る｣

と
し
た

(

�)

。

上
記
の
結
論
を
う
け
、
原
子
力
の
平
和
利
用
と
核
不
拡
散
に
係
る
国
際
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
、
日
米
を
は
じ
め
二
国
間
お
よ
び

多
国
間
の
協
議
が
開
始
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
日
本
の
原
子
力
産
業
、
特
に
原
発
は
、
開
始
時
期
か
ら
米
国
の
主
導
の
下
、
展
開
さ
れ
、
そ
の
運
用
に
も
片
務
で

は
な
く
、
日
・
米
双
務
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
と
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
上
で
は
解
釈
し
得
る
。
し
か
し
日
本
の
原
発
産
業
に

お
け
る
運
用
の
実
態
は
片
務
性
が
強
く
、
協
定
上
の
双
務
性
に
疑
念
が
湧
く
。
そ
し
て
協
定
上
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
原

子
力
の
商
業
利
用
全
般
に
つ
い
て
、
と
く
に
核
燃
料
を
は
じ
め
資
材
の
使
用
に
お
け
る
ま
で
許
可
、
管
理
、
監
督
を
行
う
と
い
う
権

利
行
使
の
条
項
は
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
日
本
の
原
子
力
活
動
か
ら
生
じ
得
る
損
害
お
よ
び
被
害
に
お
け
る

責
任
条
項
は
一
切
な
い
。

こ
の
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
は
国
際
法
上
の
主
権
平
等
原
則
お
よ
び
内
政
不
干
渉
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
条
項
を
内
包
し
て
い
る

と
い
え
る
。
具
体
的
な
内
容
は
お
わ
り
の
欄
に
譲
る
が
、
不
平
等
条
約
で
あ
る
と
指
摘
を
受
け
る
可
能
性
も
あ
る
。
日
本
は
そ
の
不

平
等
の
違
法
性
を
盾
に
原
子
力
活
動
に
お
け
る
特
別
な
権
限
、
つ
ま
り
ウ
ラ
ン
を
濃
縮
す
る
権
利
、
ま
た
核
燃
料
を
再
処
理
し
得
る

権
利
を
入
手
し
た
。
上
記
の
権
利
行
使
は
核
保
有
五
大
国
以
外
に
は
日
本
の
み
が
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
。
日
本
は
そ
の
権
利
を

行
使
し
、
ア
メ
リ
カ
と
同
等
の
原
子
力
先
進
国
と
技
術
国
を
自
負
し
て
き
た
。
し
か
し
日
本
は
、
そ
の
自
負
の
享
有
に
よ
り
原
発
列
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島
と
し
て
危
険
と
危
機
が
山
積
し
た
課
題
と
重
大
な
責
任
を
子
々
孫
々
に
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
、
原
子
力
商
業
利
用
の
体
制

日
本
の
原
子
力
の
商
業
利
用
は
、
二
国
間
と
多
国
間
で
条
約
お
よ
び
協
定
の
土
台
に
法
律
ま
た
実
施
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。
軸

と
な
る
二
国
間
は
ア
メ
リ
カ
、
ま
た
多
国
間
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
で
あ
る
。
上
記
以
外
の
国
際
的
な
枠
組
で
Ｎ
Ｐ
Ｔ
を
は
じ
め
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

の
Ｎ
Ｅ
Ａ
と
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
原
子
力
共
同
体

(
E

u
rato

m
)

と
の
協
定
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
核
燃
料
の
入
荷
か
ら
再
処
理
ま
で
の
全
過

程
、
そ
し
て
そ
の
稼
働
に
お
け
る
安
全
対
策
ま
で
諸
制
度
の
連
携
下
で
展
開
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
日
本
の
原
子
力
法
制
は
ア
メ
リ

カ
の

｢

原
子
力
の
傘｣

の
管
理
下
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
日
本
の
原
子
力
の
利
用
は
、
ア
メ
リ
カ
の

｢
B

ig

B
ro

th
e

r-T
y

p
e

S
y

ste
m
｣
(

B
ig

B
ro

th
e

r
is

w
atch

in
g
(

y
o

u))
.
(

政
府
や
関
連
者
が
全
て
の
人
々
を
監
視
し
て
い
る)｣

の
体
制

の
下
で
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
ず
日
本
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
関
係
を
記
述
す
る
。

二
、
日
本
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
関
係

日
本
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
憲
章
の
原
加
盟
国
で
あ
る
と
と
も
に
、
発
足
当
初
か
ら
の
理
事
会
指
定
理
事
国
と
し
て
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
政
策

決
定
・
運
営
に
一
貫
し
て
参
画
し
、
そ
の
活
動
に
積
極
的
に
協
力
し
て
き
た
。
専
門
家
な
ど
約
五
〇
名
の
人
的
貢
献
と
、
ま
た
Ｉ
Ａ

Ｅ
Ａ
の
年
間
分
担
金
総
額
の
約
三
〇
％
を
分
担
す
る
な
ど
加
盟
国
随
一
の
支
援
国
で
あ
る

(

�)

。

日
本
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
強
い
関
係
の
一
例
は
、
一
九
八
四
年
五
月
、
当
初

｢
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
東
京
事
務
所｣

を
、
日
本
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
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保
障
措
置
協
定
の
実
施
促
進
を
主
な
目
的
と
し
て
設
置
し
た
。
そ
の
後
一
九
八
九
年
一
二
月
に
、
ア
ジ
ア
地
域
全
体
で
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を

代
表
す
る
と
い
う
役
割
の
拡
大
を
受
け
、
同
事
務
所
は

｢

東
京
地
域
事
務
所

(
R

e
g

io
n

al
O

ffice
in

T
o

k
y

o
:

T
R

O
)｣

に
改
称
さ
れ
、

ア
ジ
ア
全
地
域
を
管
轄
す
る
よ
う
に
そ
の
地
位
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

東
京
地
域
事
務
所
のw

e
b

site
(

�)

に
よ
る
と
主
な
機
能
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を
代
表
す
る
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

・
日
本
政
府
担
当
者
や
国
の
関
係
機
関
と
の
迅
速
な
連
絡
を
確
保
す
る
。

・
定
期
的
査
察
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、
駐
在
・
派
遣
査
察
官
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
日
本
そ
の
他
の
地
域
諸
国
で
の
抜

き
打
ち
的
査
察
や
、
査
察
開
始
間
際
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
に
対
応
す
る
。

・
保
障
措
置
関
連
の
査
察
に
必
要
な
技
術
的
、
事
務
的
作
業
を
効
果
的
に
遂
行
で
き
る
よ
う
、
作
業
事
務
所
を
提
供
す
る
。

・
保
障
措
置
に
関
連
す
る
各
種
機
材
の
保
守
と
修
理
を
行
え
る
施
設
を
備
え
た
保
管
・
輸
送
拠
点
を
提
供
す
る
。

・
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
オ
ン
サ
イ
ト
分
析
所

(
Ｏ
Ｓ
Ｌ)

で
日
常
的
業
務
を
行
う
駐
在
分
析
官
を
提
供
す
る
。

東
京
地
域
事
務
所
と
ウ
ィ
ー
ン
本
部
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
査
察
官
は
、
文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課
保
障
措
置

室
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
密
接
に
協
力
し
、
も
っ
と
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
保
障
措
置
を
遂
行
な
ど
。

そ
し
て
日
本
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
理
事
会
三
五
ヶ
国
の
理
事
国
中
、
指
定
理
事
国

(
d
e

sig
n

ate
d

m
e

m
b
e

rs)

地
位
を
保
持
し
て
い
る

(

�)

。

指
定
理
事
国
は
、
理
事
会
が
原
子
力
に
関
す
る
技
術
の
最
も
進
歩
し
た
一
三
ヶ
国
を
指
定
し
、
機
関
の
任
務
遂
行
を
行
う
。
日
本
は

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
創
立
当
初
か
ら
指
定
理
事
国
で
あ
り
、
二
〇
一
九
年
五
月
現
在
、
事
務
局
長
も
日
本
の
天
野
之
弥
氏
で
あ
る
。
こ
う
し

て
日
本
は
、
原
子
力
の
商
業
利
用
の
促
進
に
お
い
て
全
世
界
に
向
け
先
導
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
、
日
・
米
間
関
係

第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
日
本
は
、
日
・
米
間
の
原
子
力
の
協
定
に
基
づ
い
て
、
特
に
文
言
上
の
日
・
米
双
務
的
な
二
国

間
体
制
の
下
、
原
発
は
運
営
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
原
発
の
稼
働
に
お
け
る
安
全
管
理
上
の
諸
般
活
動
は
実
質
的
に
日
本
の
片
務
的

な
体
制
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
原
発
の
運
営
上
の
核
物
質
な
ど
の
危
険
物
と
そ
の
関
連
部
分
に
お
け
る
使
用
は
ア
メ
リ
カ
の
管
理
、

監
督
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
核
燃
料
の
提
供
、
原
子
炉
の
稼
働
に
お
け
る
監
視
、
使
用
済
み
核
燃
料
の
処
理
、
そ
し
て
そ
の
移
送
、

保
管
、
再
処
理
ま
で
、
つ
ま
り

｢

核
燃
料
サ
イ
ク
ル｣

全
般
に
ア
メ
リ
カ
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
は
、
一
九
五
五
年
以
来
現
在
ま
で
六
〇
年
間
を
超
え
て
本
原
子
力
協
定
に
よ
る
体
制
を
構
築
し
、
維
持
発
展
さ
せ
て
き
た
。

日
・
米
間
の
原
子
力
の
協
定
は
一
九
五
五
年
六
月
に
日
本
で
仮
調
印
さ
れ
、
一
一
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
、
一
二
月
に
発
効

し
た
研
究
協
定
を
は
じ
め
、
旧
協
定
、
そ
し
て
一
九
八
八
年
七
月
発
効
し
た
新
協
定
と
い
う
三
段
階
を
経
て
、
さ
ら
に
二
〇
一
八
年

七
月
一
六
日
で
三
〇
年
間
の
期
限
を
迎
え
る
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
が
自
動
的
に
延
長
さ
れ
現
協
定

(

�)

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
現
協

定
は
二
〇
一
八
年
七
月
一
七
日
か
ら
新
た
な
三
〇
年
間
に
渡
り
適
用
さ
れ
る
。

上
記
の
よ
う
な
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
体
制
下
で
、
日
本
の
原
子
力
基
本
法
の
基
本
方
針
の
軸
で
あ
る

｢

民
主
・
自
主
・
公

開
の
平
和
利
用
三
原
則｣

の
実
施
は
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
は
、
事
実
三
回
に
わ

た
り
改
正
が
行
わ
れ
た
。
第
一
章
に
関
連
協
定
に
つ
て
具
体
的
に
述
べ
た
が
、
本
日
・
米
間
の
関
係
項
目
に
読
者
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
と
く
に
日
本
の
平
和
利
用
三
原
則
と
の
関
係
の
理
解
に
徹
す
る
た
め
関
連
協
定
上
の
ポ
イ
ン
ト
を
再
度
協
定
の
改
正
さ
れ
た

順
に
沿
っ
て
引
用
し
た
い
。

�

研
究
協
定
の
採
択
に
は
、
日
・
米
間
の
原
子
力
の
平
和
利
用
に
お
け
る
一
九
五
〇
年
代
の
両
国
の
政
治
、
軍
事
な
ど
の
背
景
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の
諸
般
事
情
が
存
在
し
た

(

�)

。

主
な
内
容
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
の
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
貸
与
協
定
で
、
研
究
原
子
炉
用
に
濃
縮
ウ
ラ
ン
二
三
五
を
、
六
キ

ロ
を
限
度
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
貸
与
す
る
こ
と
、
使
用
済
み
燃
料
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
返
還
、
貸
与
燃
料
を
目
的
ど
お
り
使
用
す

る
こ
と
を
義
務
化
し
、
そ
の
記
録
を
毎
年
報
告
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
独
自
と
い
う
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
管
理
下
で

原
子
力
利
用
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
は
、
そ
の
一
ヵ
月
後
の
一
九
五
五
年
一
二
月
一
六
日
、
原
子
力
基
本
法
が

制
定
さ
れ
、
原
子
力
の
利
用
は
、｢

平
和
目
的
に
限
り
、
民
主
的
運
営
の
も
と
、
自
主
的
に
事
を
行
い
、
成
果
を
公
開
し
、
国
際
協

力
に
資
す
る
こ
と｣

と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の

｢

民
主
・
自
主
・
公
開
の
平
和
利
用
三
原
則｣

は
あ
く
ま
で
も
規
定
の
文
言
と
し
て
定

め
ら
れ
、
協
定
の
内
容
と
相
反
す
る
原
則
で
そ
の
三
原
則
の
実
行
の
確
保
は
至
難
と
い
え
る
。

原
子
力
商
業
利
用
は
、
核
物
質
の
軍
事
使
用
へ
の
転
換
の
危
険
性
を
含
有
し
て
い
る
た
め
も
と
よ
り
一
国
が

｢

民
主
・
自
主
・
公

開｣

と
い
う
現
代
法
の
一
般
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

�

旧
協
定

(

一
般
協
定)

日
・
米
原
子
力
の
旧
協
定
は
、
一
九
六
八
年
二
月
に
締
結
さ
れ
、
一
九
七
三
年
一
部
改
正
さ
れ
、
新
原
子
力
協
定
が
採
択
さ
れ
る

ま
で
、
ア
メ
リ
カ
主
導
で
原
子
力
の
利
用
が
展
開
さ
れ
る
う
え
で
、
主
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

旧
協
定
で
は
、
日
本
で
建
設
中
ま
た
は
計
画
、
考
慮
中
の
原
発
に
、
今
後
三
〇
年
間
必
要
な
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
量
を
具
体
的
に
明

記
し
、
そ
の
総
量
一
五
四
ｔ
を
日
本
が
米
国
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
米
国
か
ら
受
け
入
れ
た
ウ
ラ
ン

二
三
五
の
総
量
を
使
用
し
た
後
、
つ
ま
り
使
用
済
み
燃
料
を
返
還
す
る
義
務
が
あ
る
。
さ
ら
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
使
用
を
平
和
目
的

に
限
る
こ
と
。
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
使
用
も
材
料
試
験
炉
だ
け
で
な
く
、
研
究
用
原
子
炉
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
も
返
還
の
義
務
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に
属
し
て
い
る
。

本
協
定
の
効
力
は
三
〇
年
間
延
長
さ
れ
、
日
本
の
原
子
力
商
業
利
用
に
は
画
期
的
な
貢
献
に
つ
な
が
る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
は
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
全
保
障
・
外
交
・
経
済
・
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
利
益
を
獲
得
す
る
戦
略
に
日
本
の
役

割
を
政
策
的
に
誘
導
し
て
い
く
こ
と
。
同
時
に
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
二
国
間
の
経
済
的
利
益
追
求
の
体
制
を
構
築
す
る
土
台
と
し
て

発
展
さ
せ
る
狙
い
も
あ
っ
た
。

旧
協
定
下
で
も
日
本
の
原
子
力
利
用
に
お
け
る
三
原
則
の
実
施
の
体
制
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
主
導
で
原
子
力
の
利

用
が
条
項
で
規
定
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

�

新
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定

本
協
定
は
一
九
八
二
年
以
来
、
一
六
回
に
わ
た
る
交
渉
を
経
て
一
九
八
八
年
七
月
に
発
効
し
た
。
本
協
定
で
は
、
再
処
理
の
際
、

事
前
同
意
権
や
核
物
質
に
関
す
る
供
給
国
政
府
の
規
制
権
等
を
個
別
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
予
め
一
定
の
条
件

を
定
め
、
そ
の
枠
内
で
一
括
し
て
承
認
す
る
と
い
う

｢

包
括
同
意
方
式｣

が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
発
効
に
よ
り
、
日
本

と
し
て
も
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計
画
を
長
期
的
な
見
通
し
の
下
、
安
定
的
に
運
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
協
定
の
主
な
修
正
規
定
は
、
付
与
さ
れ
た
核
物
質
の
使
用
に
お
け
る
事
前
同
意
権
の
拡
大
と
包
括
合
意
で
あ
る
。
新
協
定
で
は

旧
協
定
と
比
べ
て
、
事
前
同
意
が
必
要
な
活
動
お
よ
び
対
象
が
、
ア
メ
リ
カ
の

｢

一
九
七
八
年
核
不
拡
散
法｣

に
合
致
す
る
よ
う
に

拡
大
さ
れ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
原
子
力
の
平
和
利
用
に
必
要
な
事
前
同
意
に
お
け
る
実
施
取
極
め
は
一
定
の
条
件
の
下
、
包
括
的

に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
個
別
的
な
使
用
お
よ
び
活
動
に
同
意
を
得
る
の
で
は
な
く
、
報
告
時
期
を
設
定
し
一

括
報
告
と
許
可
を
得
る
制
度
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
米
国
に
よ
る
個
別
審
査
が
な
く
な
る
た
め
、
日
本
の
核
燃
料
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サ
イ
ク
ル
が
長
期
的
な
見
通
し
の
中
で
安
定
的
に
運
用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
主
導
権
が
低
下
し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
二
重
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
制

度
的
に
確
立
し
、
管
理
体
制
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
個
別
具
体
的
に
予
め
一
定
の
条
件
を
定
め
、
そ
の
枠
内
で
一
括
し
て
承
認
す

る
と
い
う
二
回
の
査
定
を
行
う
制
度
に
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

新
協
定
の
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
管
理
体
制
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
原
子
力
利
用
の
三
原
則
を
履
行
し
得
る
制
度

を
確
立
す
る
こ
と
は
協
定
違
反
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
の
二
国
間
の
協
定
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
は
前

例
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
安
全
保
障
上
の
敏
感
な
原
子
力
と
い
う
協
定
に
お
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。

上
記
の
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
条
項
で
定
め
ら
れ
た
通
り
、
実
質
日
本
の
片
務
下
で
、
日
本
の
原
子
力
基
本
法
の
三
原
則
は
、

文
言
上
の
規
定
で
あ
り
、
実
施
し
得
る
原
則
で
は
な
い
こ
と
が
結
論
的
に
言
え
る
。

�

現
協
定

(

自
動
的
に
延
長
さ
れ
た
協
定

(

�))

現
協
定
は
、
新
協
定
か
ら
自
動
的
に
延
長
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
七
月
一
七
日
か
ら
新
た
な
三
〇
年
間
に
渡
り
適
用
さ
れ
る
日
・
米

間
の
原
子
力
協
定
で
あ
る
。
日
本
は
新
協
定
と
同
じ
く
現
協
定
の
下
三
〇
年
間
に
渡
り
安
定
し
た
原
子
力
政
策
を
展
開
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
原
発
に
巡
る
解
決
す
べ
き
難
題
は
山
積
し
て
い
る
が
日
・
米
間
の
原
子
力
の
体
制
は
確
立
し
た
と
い
え
る
。
詳
細
は
第
一

章
の
現
協
定
を
参
照
さ
れ
た
い
。

お

わ

り

に

は
じ
め
に
論
じ
た
通
り
、
原
子
力
産
業
の
活
用
は
、
リ
ス
ク
と
危
機
お
よ
び
危
険
が
常
に
伴
う
も
の
で
、
こ
の
産
業
の
安
全
管
理
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上
の
欠
陥
は
何
時
生
じ
る
の
か
正
確
な
答
え
は
誰
も
出
せ
な
い
。
そ
し
て
原
発
施
設
者
と
国
は
当
地
域
住
民
が
納
得
し
え
る
原
状
回

復
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
も
至
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
事
故
対
策
の
費
用
負
担
は
誰
か
す
る
の
か
、
そ
の
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か

な
ど
対
処
す
べ
き
問
題
は
山
積
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
山
積
し
た
難
題
を
内
包
し
て
い
る
原
発
列
島
日
本
化
の
根
源
は
日
・
米
原

子
力
協
定
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

上
記
の
よ
う
な
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
原
発
を
五
四
基
も
保
有
し
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
に
続
い
て
世
界
第
三
位
の
原
発
を

抱
え
て
い
る
原
発
列
島
日
本
の
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
方
法
と
手
段
の
構
築
は
至
難
の
わ
ざ
と
い
え
る
。

本
論
で
指
摘
し
た
通
り
、
現
在
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
原
発
先
進
国
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
な
ど
国
際
専
門
機
関
が
そ
の

対
応
策
に
全
力
を
投
球
し
て
い
る
も
の
の
、
原
発
の
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
と
と
く
に
原
発
事
故
の
対
応
策
と
し
て
は
二
〇
一
九

年
度
現
在
の
全
世
界
の
科
学
知
識
と
技
術
を
総
結
し
、
適
用
し
て
も
完
全
解
決
に
は
更
な
る
長
い
年
月
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

今
後
日
本
が
す
で
に
抱
え
て
い
る
巨
大
な
難
題
に
ど
う
対
処
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
最
適
な
答
え
は
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
今
後
、
世
界
の
科
学
知
識
と
技
術
の
進
展
の
み
が
正
解
を
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
段
階
で
い
え
る
こ
と
は
、
原
発
の
放
棄
を

政
策
と
し
て
展
開
し
、
巨
大
な
難
題
を
中
・
小
難
題
に
誘
導
す
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
の
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
歩
み
で
論
じ
た
通
り
、
原
子
力
産
業
は
他
の
産
業
と
異
な
る
先
天
的
な
危
険
性
と
い
う
特

徴
を
含
み
、
ま
た
国
内
的
な
産
業
で
は
な
く
国
際
的
な
産
業
と
い
う
特
徴
を
も
内
包
し
て
い
る
。
原
子
力
産
業
活
動
は
、
特
に
核
武

装
へ
の
転
用
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｔ
体
制
の
厳
格
な
適
用
の
下
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を
は
じ
め
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
な
ど
国
際
的
な
制

度
、
つ
ま
り
多
国
間
条
約
お
よ
び
二
国
間
協
定
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

531

二
四
〇



日
本
は
、
日
・
米
間
の
原
子
力
の
協
定
を
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
な
ど
の
組
織
的
な
体
制
で
、
特
に
日
・
米
双
務
的

な
体
制
の
下
、
実
施
し
て
い
る
。
本
原
子
力
協
定
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
四
協
定
に
分
け
検
討
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
研
究
協
定
、

旧
協
定

(
一
般
協
定)

、
新
協
定
、
自
動
的
に
延
長
さ
れ
た
現
協
定
で
あ
る
。

本
章
で
指
摘
し
た
通
り
、
日
本
の
原
子
力
産
業
は
開
始
時
期
か
ら
米
国
主
導
の
下
、
交
渉
過
程
を
経
て
片
務
で
は
な
く
、
日
・
米

双
務
に
基
づ
い
て
原
発
を
運
営
し
て
い
る
と
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
文
言
上
で
は
解
釈
し
得
る
。
し
か
し
実
際
に
日
本
の
原
発

の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
運
営
は
日
本
の
片
務
で
行
っ
て
い
る
。

日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
に
は
国
際
法
上
欠
陥
が
あ
る
と
指
摘
し
得
る
。
本
協
定
上
に
お
い
て
協
定
主
体
間
の
差
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
主
体
は
、
政
府
で
は
な
く
独
立
行
政
機
関
の
旧
原
子
力
委
員
会

(
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y

C
o

m
m

issio
n
,

A
E

C
,)

か
ら
現
在
の
原
子
力
規
制
委
員
会

(
N

u
cle

ar
R

e
g

u
lato

ry
C

o
m

m
issio

n
,

N
R

C
)

と
エ
ネ
ル
ギ
ー
省

(
U

n
ite

d
S

tate
s

D
e

p
artm

e
n

t
o

f
E

n
e

rg
y
,

D
O

E
)

で
あ
る
一
方
で
、
日
本
は
政
府
代
表
が
締
結
し
た
。
こ
の
よ
う
な
協
定
上
の
関
係
は
、
国
際
法

上
の
国
家
間
の
主
権
平
等
原
則

(
P

rin
cip

le
o

f
S

o
v

e
re

ig
n

E
q

u
ality)

に
逸
脱
し
て
い
る
と
い
え
る
。
主
権
平
等
原
則
は
、
内
政

不
干
渉
の
原
則
と
共
に
国
際
法
の
不
可
分
の
原
則

(
an

in
te

g
ral

p
art

o
f

in
te

rn
atio

n
al

law
)

で
あ
る
。

実
体
と
し
て
日
本
政
府
が
ア
メ
リ
カ
の
独
立
行
政
機
関
に
管
理
監
督
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
日
本
は
政
府
代

表
で
、
ア
メ
リ
カ
は
Ｎ
Ｒ
Ｃ
と
い
う
行
政
機
関
が
代
表
で
あ
れ
ば
協
定
上
に
お
い
て
不
均
衡
な
地
位
で
締
結
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ

の
後
、
新
協
定
で
は
主
体
が
両
政
府
に
代
替
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
の
体
制
と
そ
の
機
能
は
旧
協
定
を
維
持
、
実
施
し
て
い
る
。
現

在
も
日
本
の
原
発
運
営
は
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｒ
Ｃ
と
Ｄ
Ｏ
Ｅ
の
主
導
下
に
あ
る
。
日
本
の
原
発
運
用
の
実
態
は
片
務
性
が
強
い
も
の
に

な
っ
て
お
り
、
協
定
上
の
双
務
性
に
疑
念
が
湧
く
。
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特
に
協
定
上
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
原
子
力
商
業
利
用
全
般
に
つ
い
て
、
と
く
に
核
燃
料
を
は
じ
め
資
材
の
使
用
に
お

け
る
ま
で
許
可
、
管
理
、
監
督
す
る
権
利
行
使
の
条
項
は
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
日
本
の
原
子
力
活
動
か
ら

生
じ
得
る
損
害
お
よ
び
被
害
に
お
け
る
責
任
条
項
、
つ
ま
り
管
理
お
よ
び
監
督
責
任
に
つ
い
て
の
条
項
は
殆
ど
な
い
こ
と
を
指
摘
し

た
い
。
こ
の
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
は
国
際
法
上
の
主
権
平
等
お
よ
び
内
政
不
干
渉
原
則
の
本
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
戦
後
対
外
経
済
政
策
に
自
国
法
の
域
外
適
用
を
対
象
国
家
お
よ
び
企
業
に
強
制
し
て
来
た
。
ア
メ
リ
カ
の
競
争
法
、

独
禁
法
や
輸
出
入
管
理
法
の
規
制
を
実
施
し
て
い
る
。
外
国
の
企
業
は
ア
メ
リ
カ
の
域
外
適
用
の
規
制
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
非
常
に

困
難
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
当
該
企
業
に
ア
メ
リ
カ
内
で
の
事
業
拠
点
や
ド
ル
資
産
へ
の
不
利
益
処
分
、
国
際
逮
捕
状
の
発
布
請
求

な
ど
域
外
適
用
を
実
効
的
に
担
保
す
る
政
策
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
国
際
取
引
上
の
協
定
お
よ
び
損
害
賠
償
関
連
条

項
の
解
釈
な
ど
の
紛
争
が
生
じ
た
場
合
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
管
轄
権
を
強
要
し
て
い
る
。
各
国
は
主
権
国
家
と
し
て
自
国
法
・
自
国
の

法
廷
で
自
国
民
お
よ
び
自
国
企
業
の
問
題
を
解
決
す
る
権
利
を
有
す
る
。
主
権
は
現
代
国
際
社
会
に
定
着
さ
れ
た
国
際
法
の
主
軸
で

あ
る

(

�)

。
ア
メ
リ
カ
の
自
国
法
の
域
外
適
用
は
国
際
法
の
本
旨
で
あ
る
主
権
平
等
お
よ
び
内
政
不
干
渉
原
則
に
抵
触
す
る
と
い
え
る
。

日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
日
本
の
原
子
力
商
業
利
用
全
般
に
つ
い
て
、
許
可
、
管
理
、
監
督
す
る
権
利
行
使
の
条
項
が
具
体
的

に
規
定
さ
れ
て
い
る
議
定
書
Ａ
、
Ｂ(

A
n

n
e

x
A

,
B
)

は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
不
拡
散
法(

N
u

cle
ar

N
o

n
-P

ro
life

ratio
n

A
ct

o
f

1
9

7
8)

を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
国
内
原
発
産
業
に
適
用
す
る
Ｎ
Ｒ
Ｃ
の
安
全
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

日
本
は
上
記
の
不
条
理
な
法
理
の
下
、
原
子
力
活
動
に
置
け
る
特
別
な
権
限
の
享
有
を
選
択
し
た
。
つ
ま
り
ウ
ラ
ン
を
濃
縮
、
ま

た
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
し
得
る
権
利
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
上
記
の
権
利
行
使
は
核
保
有
五
大
国
以
外
、
日
本
の
み
が
認

め
ら
れ
た
権
利
で
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
同
等
の
原
子
力
先
進
国
と
技
術
国
と
し
て
地
位
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
日
本
は
、
そ
の
地
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位
の
享
有
と
同
時
に
原
発
列
国
と
し
て
危
険
と
危
機
が
山
積
し
た
課
題
を
背
負
い
、
ま
た
そ
の
重
大
な
責
任
を
子
々
孫
々
に
課
し
て

い
る
。
日
本
は
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
の
日
本
の
原
子
力
法
制
で
は
、
日
本
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
関
係
と
日
・
米
間
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
特
に
、
日
・
米
間
の

原
子
力
の
協
定
を
中
心
に
、
文
言
上
の
日
・
米
双
務
的
な
条
項
、
な
ら
び
に
そ
の
実
施
に
お
け
る
組
織
的
な
体
制
下
の
管
理
、
実
施

な
ど
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
実
質
的
に
は
日
本
の
片
務
的
な
体
制
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

一
九
五
五
年
以
来
現
在
ま
で
六
〇
年
間
を
超
え
て
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
に
よ
る
体
制
を
構
築
し
、
維
持
発
展
さ
せ
て
き
た
。

日
・
米
原
子
力
研
究
協
定
、
旧
協
定
、
そ
し
て
一
九
八
八
年
七
月
に
発
効
し
た
新
協
定
、
さ
ら
に
二
〇
一
八
年
七
月
に
自
動
的
に
延

長
さ
れ
た
協
定
と
い
う
四
つ
の
段
階
を
経
て
現
協
定
が
締
結
さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
ア
メ
リ
カ
の
主
導
権
は
強
化
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
。

ま
ず
上
記
の
よ
う
な
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
体
制
下
で
、
日
本
の
原
子
力
基
本
法
の
軸
で
あ
る

｢

民
主
・
自
主
・
公
開
の
平

和
利
用
三
原
則｣

の
実
施
さ
れ
る
可
能
性
は
稀
薄
と
い
う
ほ
か
な
い
。

上
記
の
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
条
項
で
定
め
ら
れ
た
通
り
、
実
質
日
本
の
片
務
下
で
、
日
本
の
原
子
力
基
本
法
の
三
原
則
は
、

文
言
上
の
規
定
で
あ
り
、
実
施
し
得
る
原
則
で
は
な
い
こ
と
を
鮮
明
に
し
た
。

原
子
力
の
商
業
利
用
は
、
軍
事
使
用
へ
の
転
換
の
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
も
と
よ
り
一
国
が

｢

民
主
・
自
主
・
公

開｣

と
い
う
現
代
法
の
一
般
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
核
兵
器
保
有
五
大
国
さ
え
も
自
国
領
域
内
で
の
自
主
は
許

さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
民
主
、
公
開
は
法
律
上
制
限
さ
れ
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
日
本
の
原
発
列
島
の
真
の
狙
い
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー

(
N

u
cle

ar
E

n
e

rg
y)

の
活
用
構
想
が
潜
在
し
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
で
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あ
る
。
第
一
章
の
三
、
に
指
摘
し
た
通
り
、
民
生
用
お
よ
び
商
業
利
用
の
原
子
力

(
A

to
m

ic
E

n
e

rg
y)

か
ら
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー

(
N

u
cle

ar
E

n
e

rg
y)

つ
ま
り
商
業
利
用
な
ど
非
軍
事
に
も
核
兵
器
な
ど
軍
事
に
も
使
用
可
能
な
協
定
タ
イ
ト
ル
を
採
択
し
た
こ
と

で
あ
る
。
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
の
英
文
の
訂
正
の
裏
に
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
の
構
想
が
潜
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
九
年
現
在
の
原
発
関
連
と
安
全
保
障
政
策
な
ど
そ
の
周
辺
状
況
の
変
遷
を
読
む
と
日
本

が
上
記
の
二
つ
の
計
画
の
想
定
が
皆
無
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

本
論
の
主
旨
で
あ
る
日
本
の
原
子
力
商
業
利
用
に
お
け
る
難
題
、
つ
ま
り
原
発
列
島
日
本
の
課
題
は
、
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定

に
お
け
る
現
体
制
下
で
は
即
決
の
対
応
策
を
期
待
す
る
こ
と
は
願
望
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
展
開
さ
れ
る
べ
き
得
策
は

脱
原
発
政
策
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

本
論
の
む
す
び
と
し
て
、
作
家
高
村
薫
氏
の

｢

原
発
と
人
間
の
限
界｣

と
い
う
朝
日
新
聞
オ
ピ
ニ
オ
ン
欄
の
記
事

(

�)

の
文
章
を
紹
介

し
な
が
ら
筆
者
の
結
論
を
展
開
し
た
い
。

｢

巨
大
地
震
が
明
日
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
の
地
震
国
で
、
あ
え
て
法
外
な
コ
ス
ト
を
か
け
て
原
発
を
稼
働
さ
せ
続
け
る
人

間
の
営
み
は
理
性
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
次
に
起
き
る
過
酷
事
故
は
確
実
に
亡
国
の
事
態
に
直
結
す
る
が
、
人
間
は
最
後
ま
で
自

ら
に
都
合
の
悪
い
事
実
は
見
え
な
い
。｣

と
高
村
薫
氏
は
、
原
発
列
島
の
日
本
の
現
況
を
指
摘
し
て
い
る
。
反
論
の
余
地
も
な
い
真

実
で
あ
る
。

筆
者
は
結
論
と
し
て
、
国
際
法
の
本
旨
で
あ
る
主
権
平
等
原
則
に
逸
脱
し
た
日
・
米
間
の
原
子
力
協
定
を
終
了
し
、
原
発
列
島
と

い
う
途
方
も
な
い
負
の
遺
産
を
、
日
本
の
子
々
孫
々
に
残
さ
な
い
政
策
の
確
立
を
提
唱
し
た
い
。
ま
た

｢

日
本
の
未
来
世
代
の
た
め

に｣

、
我
々
は

｢

心
に
刻
む
べ
き
真
実｣

が
あ
る
こ
と
も
筆
者
は
切
願
す
る
。

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

527

二
四
四



〝

人
類
は
原
発
な
し
に
生
ま
れ
た
し
、
原
発
な
し
に
生
き
、
原
発
な
し
に
お
わ
る
だ
ろ
う
。〟

と
い
う
こ
と
を
。

注

(

�)
①
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電
所
事
故

(
T

h
re

e
M

ile
Islan

d
accid

e
n

t)

は
、
一
九
七
九
年
三
月
二
八
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

東
北
部
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
重
大
な
原
子
力
事
故
。T

h
re

e
M

ile
Islan

d

の
頭
文
字
を

と
っ
て
Ｔ
Ｍ
Ｉ
事
故
と
も
略
称
さ
れ
る
。
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
事
故

(
L

o
ss

O
f

C
o

o
lan

t
A

ccid
e

n
t,

L
O

C
A
)

に
分
類
さ
れ
、
想
定
さ

れ
た
事
故
の
規
模
を
上
回
る
過
酷
事
故

(
S

e
v

e
re

A
ccid

e
n

t)

で
あ
る
。
国
際
原
子
力
事
象
評
価
尺
度

(
In

te
rn

atio
n

al
N

u
cle

ar
an

d

R
ad

io
lo

g
ical

E
v

e
n

t
S

cale
,

IN
E

S
(

イ
ネ
ス))

に
お
い
て
レ
ベ
ル
５
の
事
例
で
あ
る
。

②
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故

(
C

h
e

rn
o

b
y

l)

は
、
一
九
八
六
年
四
月
二
六
日
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

(

現：

ウ
ク
ラ
イ
ナ)

の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
四
号
炉
で
起
き
た
原
子
力
事
故
。
後
に
決
め
ら
れ
た
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
お
い
て
最
悪
の
レ
ベ
ル
７

(

深
刻

な
事
故)

に
分
類
さ
れ
、
世
界
で
最
悪
の
原
子
力
発
電
所
事
故
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
事
故
は
、
原
子
炉
運
用
ル
ー
ル
の
不
徹
底
に
始
ま
り
、
行
政
当
局
に
よ
る
事
故
の
隠
蔽
や
、
高
レ
ベ
ル
放
射
線
に
よ
り
遠
隔
操
作

の
機
械
が
急
激
に
大
破
・
故
障
し
、
原
子
炉
の
暴
走
を
食
い
止
め
る
た
め
に
数
多
く
の
人
員
が
投
入
さ
れ
た
事
な
ど
が
原
因
と
な
り
、
人

的
被
害
は
人
類
史
上
最
悪
と
な
っ
た
。

こ
の
事
故
に
よ
る
放
射
性
物
質
は
、
北
半
球
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
で
検
出
さ
れ
た
。

爆
発
で
二
名
が
即
死
、
さ
ら
に
二
八
名
が
急
性
放
射
線
障
害
の
た
め
死
亡
し
た
。
一
部
の
専
門
家
は
災
害
の
結
果
、
さ
ら
に
数
千
人
が
、

放
射
線
の
影
響
に
よ
り
発
症
し
た
ガ
ン
の
た
め
死
亡
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
現
在
は

『
N

e
w

S
afe

C
o

n
fin

e
m

e
n

t;

新
安
全
遮
蔽
物』

と
し
て
知
ら
れ
る
巨
大
な
鉄
筋
カ
バ
ー
が
、
既
存
の
石
棺
の
上

に
建
造
さ
れ
、
原
子
炉
を
完
全
に
遮
蔽
し
て
い
る
。

③
東
京
電
力
株
式
会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

九
・
〇
の
地
震
に
よ
る
地
震
動
と
巨
大
津
波
が
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
を
襲
い
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
炉
心
溶
融
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(

メ
ル
ト
ダ
ウ
ン)

な
ど
一
連
の
放
射
性
物
質
の
放
出
を
伴
っ
た
原
子
力
事
故
で
あ
る
。
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
お
い
て
最
悪
の
レ
ベ
ル
７

(

深
刻

な
事
故)

に
分
類
さ
れ
る
。
二
〇
一
五
年
三
月
現
在
、
炉
内
燃
料
の
ほ
ぼ
全
量
が
溶
解
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
の
一
環
と
し
て
扱
わ

れ
、
二
〇
一
九
年
三
月
時
点
で
こ
の
事
故
に
起
因
す
る
帰
還
困
難
地
域
は
名
古
屋
市
と
ほ
ぼ
同
じ
面
積
、
三
三
七
�
と
な
っ
て
い
る
。

冷
却
装
置
が
故
障
し
た
あ
と
、
一
連
の
火
災
が
発
生
し
、
ま
た
原
子
炉
か
ら
排
出
さ
れ
た
水
素
ガ
ス
は
、
水
素
爆
発
を
引
き
起
こ
し
た
。

そ
し
て
、
現
場
で
は
炉
心
が
そ
れ
以
上
過
熱
し
な
い
よ
う
何
と
か
冷
却
す
る
必
要
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
海
水
が
使
わ
れ
な
ど
対
応
策
が

七
年
だ
っ
た
現
在
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
三
〇
年
か
ら
五
〇
年
か
か
る
と
い
う
無
理
難
題
を
抱
え
て
い
る
。

(

�)
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深刻な事故

大事故

事業所外へのリスクを伴う事故

事業所外への大きなリスクを伴わない事故

重大な異常事象

異常事象

逸脱

尺度以下

事
故

異
常
事
象

7

出典：フリー百科事典 『ウィキペディア (Wikipedia)』
https : // ja.wikipedia.org / wiki /国際原子力事象評価尺度



(

�)

拙
著

『

原
子
力
の
国
際
管
理
原
子
力
商
業
利
用
の
管
理R

e
g

im
e

s』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
第
一
章
、
第
一
〇
章
を
参
照
。

(
�)

F
u

k
u

sh
im

a
N

u
cle

ar
A

ccid
e

n
t,

V
id

e
o

s,
In

tro
d

u
cto

ry
S

tate
m

e
n

t
to

B
o

ard
o

f
G

o
v
e

rn
o

rs-F
u

k
u

sh
im

a
N

u
cle

ar
A

ccid
e

n
t

IA
E

A
,

2
0

N
o

v
e

m
b
e

r
2

0
1

4
,

IA
E

A

h
ttp

://w
w

w
.iae

a.o
rg

/n
e

w
sce

n
te

r
/fo

cu
s

/fu
k

u
sh

im
a

(

�)
『

原
発
処
理
水

迫
る
対
応
期
限』

日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
九
年
六
月
二
日
、(

日)

総
合
一
、
二
ペ
ー
ジ
。

(

�)
｢

事
故
の
収
束
に
向
け
た
道
筋(

ス
テ
ッ
プ
２)

完
了｣

の
ポ
イ
ン
ト
、｢

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
・
事
故
の
収
束
に
向
け
た
道
筋｣

の
進
捗
状
況

(
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
六
日)

。

h
ttp

://w
w

w
.te

p
co

.co
.jp

/n
u

/fu
k

u
sh

im
a-n

p
/o

u
tlin

e
/p

d
f/f1

2
n

p
-g

aiy
o

u
_

2
.p

d
f

(

�)
｢

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
二
〇
一
四
年
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
か
ら
の
資
金
の
交
付
に
つ
い
て｣

、
平
成
二
六
年
一
二
月

二
四
日
、
東
京
電
力
株
式
会
社
。

当
社
は
、
本
日
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構

(

以
下
、
機
構)

よ
り
、
平
成
二
六
年
八
月
八
日
に
変
更
の
認
定
を
受
け
た

特
別
事
業
計
画

(

新
・
総
合
特
別
事
業
計
画)

に
基
づ
き
、
七
五
五
億
円
の
資
金
の
交
付
を
受
け
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

当
社
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
と
し
て
一
、二
〇
〇
億
円
、
ま
た
、
機
構
か
ら
の
資
金

交
付
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
四
兆
四
、五
八
二
億
円
を
受
領
し
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
二
七
年
一
月
末
ま
で
に
お
支
払
い
す
る
賠
償
額
が
、

こ
れ
ら
の
金
額
の
合
計
を
上
回
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
第
三
五
回
目
の
資
金
交
付
を
要
請
し
て
い
た
も
の
で
す
。

h
ttp
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w
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L
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(

�)

同
上

(
�)

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

(
H

ig
h

le
v

e
l

w
aste

,
H

L
W
)

と
は
、
原
発
の
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
に
お
け
る
浸
出
廃
液
及
び

廃
棄
さ
れ
る
使
用
済
み
核
燃
料
、
ま
た
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
強
い
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
言
う
。
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

を
大
量
に
含
む
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
も
含
ま
れ
る
。
い
ま
だ
最
終
処
分
場
が
決
ま
っ
て
い
な
い
難
題
で
あ
る
。

(

�)

保
障
措
置
と
は
、
核
物
質
が
平
和
目
的
だ
け
に
利
用
さ
れ
、
核
兵
器
や
そ
の
他
核
爆
発
装
置
に
転
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
措

置
で
あ
る
。
国
際
原
子
力
機
関

(

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ)

は
、
国
と
の
間
で
締
結
し
た
保
障
措
置
協
定
等
に
基
づ
き
申
告
さ
れ
た
核
物
質
の
計
量
情

報
や
原
子
力
活
動
に
関
す
る
情
報
を
基
に
、
原
子
力
施
設
等
で
の
検
認
活
動
に
よ
り
、
申
告
さ
れ
た
核
物
質
が
平
和
的
活
動
以
外
へ
転
用

さ
れ
て
い
な
い
か
を
評
価
す
る
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The Agreement for Cooperation Between the U.S.A.

and Japan Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy :

The Nuclear Power-prone Country Japan

Back Lang WI

LL. D. in International Law

Former Professor, Faculty of Law,

Osaka University of Economics and Law

This book studies ‘The Agreement for Cooperation Between the U.S.A.

and Japan Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy’, hereafter referred

to as the ‘Japan-US Nuclear Agreement’. It also studies the interpretations

and problems of the main provisions of this agreement, following historical

events. Finally, it gives some background on the conclusion and operation of

this agreement.

The history of the Japan-US Nuclear Agreement is classified into four

parts : the research agreement ; the previous agreement ; the new agree-

ment ; and from July 17, 2018, the current agreement, which has reached a

new 30-year deadline. This book reveals the background of each agreement,

as well as the problems in implementation.

The key purpose of this book is to examine how the Japan-US Nuclear

Agreement is the cause of the nuclear disaster that occurred in Japan.

In its Introduction, the book describes in detail the 2011 TEPCO

Fukushima nuclear power plant accident, clarifying the causes of the disaster

and the damage inflicted. It notes that the use of nuclear power plants is al-

ways accompanied by potential hazards, and it is impossible to control nu-

clear power plants in the event of an accident. In addition, this section points

out the countermeasures used in the TEPCO Fukushima nuclear accident,

as well as examples of other disasters. It also describes the enormous

monetary cost of disaster relief, as well as the human sacrifices, which can-

not be calculated numerically. The main point of the Introduction is to clarify
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that the root of the tragic Fukushima disaster is the Japan-US nuclear agree-

ment.

Chapter 1 describes the main purpose and points of the Japan-US Nuclear

Agreement. It also describes the history of the agreement, from the re-

search agreement, the previous agreement, and the new agreement to the

automatically extended current agreement. It then describes some of the

history and background between the Japanese and US authorities when ne-

gotiating the agreement. The Chapter also points to areas where the Japan-

US Nuclear Agreement fails to comply with, or take into account, principles

of international law.

Chapter 2 describes why Japan chose the nuclear archipelago and the

background for this. In particular, ‘the three principles of democracy, inde-

pendence, and public peaceful use’, which are the axes of Japan’s basic nu-

clear law, are described through the Japan-US Nuclear Agreement. This

chapter also examines Japan’s unilateral duties and responsibilities in the op-

eration of the nuclear power plant, while noting that the Japan-US Nuclear

Agreement provides for bilateral contracts for the operation of nuclear

power plants in Japan.

In its Conclusion, the book provides a summary of all chapters, as well as

noting the actual situation and background of nuclear power management in

both Japan and the United States. The Conclusion also describes the

author’s views towards the Japan-US nuclear agreement and Japan’s nuclear

operation. According to the author, the Japan-US Nuclear Agreement has

deviated from the principles of sovereign equality and non-interference in

domestic affairs, both of which are an integral part of international law and

should be brought to an end. The book proposes that Japanese authorities

establish a policy that does not leave a negative nuclear inheritance for fu-

ture Japanese descendants. The author cautions Japan’s future generation to

remember : ‘Mankind was born without nuclear power, lived without nuclear

power, and would end without nuclear power’.

Table of contents
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